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要 約 

１ 研究の目的（問題の所在） 

 我が国では、個人の納税者については、①国内に住所を有する個人又は②

国内に現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人を居住者とし（所法２

①三）、居住者以外の個人を非居住者として（所法２①五）、居住形態に応じ

た課税が行われているところであるが、近年、出国(1)して非居住者となるこ

とにより一定の財産や所得についての我が国での免税又は軽減を受けるとい

う事例が発生しているほか、数か国にわたり居住地を転々とする「永遠の旅

人」に対する課税の問題も指摘されている。これは、①居住者、非居住者の

居住形態の判定方法の問題及び②非居住者になった後に課税されないことと

なる所得等についてこのままの課税方法でよいかという問題等を含んでいる。 

 これらの問題に関して、諸外国の制度に目を向けると、①の居住性の判定

等の問題については、例えば、米国では、「市民」及び「永住権保持者」に対

して居住地にかかわらず全世界所得課税を行う制度を採用しており、また、

②の出国後の課税の問題について、米国では、一定の自国の元市民又は元長

期居住者に対し、米国に居住していない場合でも、通常の非居住者に対する

課税方法とは異なる方法で課税を行うが、 近では、国籍離脱者・永住権放

棄者に対するみなし譲渡益の時価評価課税制度を創設するなどの対応をして

いるほか、主要国においても出国に係る税（出国税等）を採用している国が

ある。 

 そこで、出国や国籍離脱等を契機とした居住性等の変更に当たり、我が国

とは異なる制度を採用している米国や主要国の制度を参考として、我が国に

おける居住性の判定や出国に係る課税の在り方について検討するものである。 

 検討に当たっては、まず、日米及び主要国の個人の納税者について、居住

性の判定と課税所得の範囲を確認するとともに、課税を巡って国内における

                                 
(1) 本稿でいう「出国」は、一時的なものを含まず、居住形態の変更につながるもの

（住所・居所を有しないこととなるもの）を指す。 
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住所の有無等が争われた 近の裁判例を確認し、課税上の問題点を検討する。

更に、出国等に伴う個人の所得課税等について、我が国の制度と米国及び主

要国の制度を比較し、出国に係る税等を我が国に導入する場合の論点や考え

方について検討する。これらの検討に当たっては、国内法及び租税条約との

関係や二重課税の調整、執行可能性等の観点からも考察する。 

 

２ 研究の概要 

（１）居住性の判定と居住形態等に応じた課税方法 

イ 日本 

国内の住所又は居所の有無等に基づいて、個人の納税者を「居住者」

と「非居住者」に区分し、居住者を更に「非永住者」と「非永住者以外

の居住者」（以下「永住者」という。）に区分している（所法２①三～五、

５①、７①一～三、161、164、所令 17）。 

 非居住者課税上の問題として、例えば、国内に恒久的施設を有しない

非居住者の株式等の譲渡に係る所得は、①株式等の買集めによる譲渡所

得等、②内国法人の特殊関係株主等の譲渡に係る所得、③不動産化体株

式の譲渡に係る所得、④ゴルフ会員権の譲渡に係る所得、⑤国内で行う

譲渡に係る所得に課税対象が限定されており（所法 161 一、164①四、

所令 280②、291①三～五、②～⑩）、更に、国内法上課税となる場合で

も、租税条約締結国の居住者の場合には、我が国では免税となる場合が

多いことを利用した租税回避はその典型的な例であると考える。 

ロ 米国 

米国では個人の納税者は、米国市民及び米国市民以外の外国人に分か

れ、外国人は更に居住外国人と非居住外国人とに区分される（内国歳入

法 7701(b)）。居住外国人とは、①米国の永住権を与えられた者（グリー

ン･カード保持者）、②実質的滞在要件（年間の滞在日数等が 183日以上

等が要件）を満たす者である。 

市民は、全世界所得が課税対象となり（内国歳入法 61）、国内に居住
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しているか否かは問わない。居住外国人もすべての所得が課税対象とな

る（内国歳入法規則 1.871－１）。 

ハ 主要国 

諸外国における個人の納税者の区分方法は様々であるが、一般的には、

居住者と非居住者に区分し、課税範囲を定めている。また、居住者の定

義も一様ではないが、課税年度において 183日以上滞在することを居住

者の要件の一つとしている国が多い（英国、フランス、イタリア、スペ

イン等）。また、居住者は全世界所得、非居住者は国内源泉所得を課税

対象とするのが一般的であるが、日本のような非永住者制度に類似した

制度を採用している国（中国、英国）や居住者についても国外源泉所得

を非課税としている国・地域（シンガポール、香港）もある。 

（２） 近の裁判例 

課税を巡って国内における住所の有無等が争われた以下の二つの 近の

事件について確認し、出国した後の一定の所得等が課税対象外となること

の問題点等について整理した。 

イ 東京高裁平成 19年（行コ）第 215号贈与税決定処分取消請求控訴事件

(2)（高裁で国側勝訴、上告中） 

ロ 東京高裁平成 19年（行コ）第 342号所得税決定処分取消等請求控訴事

件(3)（地裁、高裁ともに国側敗訴、確定） 

（３）出国時の申告納税（通常の申告納税の期限を出国時に早めるもので出国

税等とは異なる。） 

                                 
(2) 第１審：東京地裁平成 19年５月 23日判決・訟務月報 55巻２号 267頁（国内に住

所なしとの判断）、控訴審：東京高裁平成 20年１月 23日判決・訟務月報 55巻２号 244

頁、判例タイムズ 1283 号 119頁（国内に住所ありとの判断）。 

 子供が国外に移転し、その後、親の財産を国外に移転することにより、我が国の相

続税や贈与税の負担を回避する手法に対しては、平成 12年の租税特別措置法の改正及

び平成 15年の相続税法の改正により、一定の対応がなされている。 

(3) 第１審：東京地裁平成19年９月 14日判決・判例タイムズ 1277 号 173 頁、控訴審：

東京高裁平成 20年２月 28日判決・判例タイムズ 1278 号 163 頁（ともに国内に住所な

しとの判断）。 
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イ 日本 

①申告書を提出すべき者が納税管理人を定めずに出国する場合又は②

申告書を提出すべき非居住者（分離課税）が居所を有しないこととなる

場合には、出国又は居所を有しなくなる時までに申告と納税を行う必要

がある（所法２①四十二、126①、127①、130、166、172）。 

ロ 米国 

一定の外国人は、出国する前に所定の申告書等を提出し、納税額のあ

る者は納税を済ませて出国許可を入手しなければならない（内国歳入法

6851、同規則 1.6851－１～1.6851－３）。 

ハ 主要国 

主要国の中でも、「出国時の申告納税」制度を導入している国がある(4)。 

（４）出国税等（出国に係る税）の課税等 

イ 米国 

(ｲ) 旧制度（2008 年６月 16日以前(5)の国籍離脱・永住権放棄）（内国歳

入法 877） 

国籍離脱・永住権放棄者が、①過去５年間における年間の平均所得

金額が一定金額以上（例：2008 年は 139,000 ドル）、②正味の財産が

200 万ドル以上、③過去５年間の米国連邦税の納税義務履行について

宣誓証明していないことのいずれかに該当すれば、国籍離脱・永住権

放棄後 10年間にわたり、拡大した国内源泉所得に対してネット･ベー

スでの累進税率による課税と通常の非居住外国人に対する課税のいず

れか大きい方を課税対象とする（非居住外国人として課税）。 

(ﾛ) 新制度（2008 年６月 17日以後の国籍離脱・永住権放棄）（内国歳入

法 877Ａ） 

要件は旧制度と同様であるが、新制度では国籍離脱・永住権放棄す

                                 
(4) オーストラリア、インド、韓国、ノルウェー及びスイス（例：ジュネーヴ州）等。 

(5) 旧制度は、更に①2004年６月３日以前と②2004年６月４日から 2008 年６月 16日

までの国籍離脱・永住権放棄に分かれるが、要件は類似していることから、ここでは

2008 年６月 16日以前のものを旧制度として説明している。 
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る前の日の時価により財産が売却されたものとして、時価評価課税を

行う点で大きく異なる。 

ロ 主要国(6) 

(ｲ) 出国側の国での出国税等の課税 

主要国での出国に係る税については、①「出国税」（「一般出国税」

及び「制限出国税」）方式、②「拡大した納税義務」（「無制限な拡大し

た納税義務」及び「限定的な拡大した納税義務」）方式及び③「経費又

は繰延べの取戻し」方式(7)の三つに大別することができる（以下、こ

のうち①及び②を中心に検討する。）。 

 「出国税」方式は、居住性の変更を課税の機会として、出国直前の

居住者に対して出国直前に資産を譲渡したものとみなして時価評価課

税を行うものであり、資産一般を対象とするものが「一般出国税(8)」、

株式等に限定するものが「制限出国税(9)」である。 

 なお、一定の資産等が課税管轄権から離脱する場合に課税するもの

(10)もある。 

 一方、「拡大した納税義務」方式は、出国してからも一定期間特別な

課税を行うものであるが、引き続き居住者として課税するものが「無

制限な拡大した納税義務(11)」方式、課税対象とする国内源泉所得の範

                                 
(6) International Fiscal Association (2002),“Tax treatment of transfer of 

residence by individuals : 56th Congress of International Fiscal Association 

(Cahiers de droit Fiscal International Vol. 87b)” Kluwer Law International の

中の Prof. Luc de Broe の General Report（23～78頁）の分類及び説明を基にしてい

る。 

(7) フィンランド、スウェーデン、ドイツ、オランダ、フランス、デンマーク及びベ

ルギー等。 

(8) カナダ、オーストラリア、米国（新制度）。 

(9) ドイツ、デンマーク、オーストリア、ニュー・ジーランド、米国（旧制度の一部）、

オランダ及びフランス。 

(10) オーストリア、米国（旧制度の一部）、2009年から導入されたノルウェーの新制度。 

(11) スウェーデン、フィンランド及びノルウェーは、自国との実質的なつながりが完

全には遮断されていない場合その他一定の場合には居住者とみなして一定期間（３年

から５年）無制限納税義務を課す。スペイン及びイタリアは、タックス･ヘイブン国へ

移動する市民に無制限納税義務を課す。 
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囲を拡大して非居住者として課税するものが「限定的な拡大した納税

義務(12)」方式である。英国及びニュー・ジーランドは、出国者が５年

以内に再入国して居住者となった時点で、国外で実現した所得に対し

て課税する(13)。 

(ﾛ) 出国側の国での出国税等と入国側の国での課税の対応的調整 

出国側の国で出国税等が課税され、入国側の国でも同一の所得に対

して課税が起こる場合に、二重課税の問題が生じる。一般的に、所得

の源泉地国（非居住者である国）と居住地国において同一の所得に対

して二重課税が生じた場合には、国内法又は租税条約で居住地国にお

いて外国税額控除等によりこれを調整しているが、出国税等について

も出国側の国と入国側の国で二重課税が生じた場合に、国内法又は租

税条約によりこれを調整している例がある。 

Ａ 出国側の国の出国税等への入国側の国での対応的調整 

出国側の国の出国税等への入国側の国での対応（二重課税の調整）

として、①取得価額の引上げ(14)、②外国税額控除(15)及び③所得免除が

ある。 

Ｂ 入国側の国での課税に対する出国側の国での外国税額控除（逆の税

額控除） 

 自国の「出国税」から後に入国側の国で課された税を控除する例は、

カナダ等で見られる(16)。自国の「無制限な拡大した納税義務」から入

国側の国で課される税を控除する例は、課税時の状況により外国税額

                                 
(12) 米国（旧制度）、ドイツ（軽課税国への移転）、オーストラリア（一般出国税との

選択）、英国及びニュー・ジーランド（帰国者への課税）、ノルウェー及びスウェーデ

ン。「Trailing tax」（追掛課税、後追い税）として分類する例もある。 

(13) 英国では、一定の長期居住者が出国時に有していた資産を出国後に譲渡し、５年

以内に英国に戻った場合に譲渡所得税を課す。 

(14) オーストラリア、カナダ、デンマーク、オーストリア、オランダ及びニュー・ジ

ーランド、限定的な状況で認容する国として米国及びイスラエル。 

(15) 出国税：英国及びブラジル、拡大した納税義務：フィンランド。 

(16) デンマーク、フランス及びオランダ。 
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控除として起こり得るが、自国の「限定的な拡大した納税義務」から

の税額控除を租税条約により対応している国もある(17)。 

（５）非居住者課税における居住性判定の在り方 

米国の市民課税は、米国独特の課税方法であり、我が国の制度としては

なじまないと考える。また、いわゆる 183 日ルールの導入も考えられるが、

単純な日数基準でのみ居住形態を判定することや課税年度終了まで判定が

未確定となるなどの問題があり、現行制度の維持がふさわしいと考える。 

 容易に非居住者となることを防止する観点からは、出国しても一定の場

合には、引き続き居住者とみなす「無制限な拡大した納税義務」方式があ

り、すべての実質的なつながりが終了するまでは引き続き居住者とみなす

北欧方式(18)やタックス・ヘイブンへ出国する場合には引き続き居住者とみ

なすスペイン・イタリア方式等があるが、相手国との双方居住者となり、

結局は相手国の居住者と判定される可能性が高いこと及びより深刻な二重

課税の問題を惹起することが想定されることから、この方式の導入は適当

ではないと考える。 

（６）出国税等を我が国に導入する場合の論点と考え方等 

出国により一定の所得、とりわけ株式等の譲渡益が課税対象から外れる

ことへの対応としては、出国に係る税の導入が有効である。このうち「出

国税」方式は、居住者の段階で課税する制度であることから、租税条約上

の株式等の譲渡に係る所得に対する規定は改正する必要がない点で優れて

いると考えられるが、出国税を課す出国側の国としては、①時価評価課税

を行うことの是非（それぞれの国の租税政策の問題であると考えるが、未

実現段階で課税する場合には一定の対応が必要であると考えられる。）、譲

渡益等が未実現の段階で課税であるため、②譲渡が行われなかった場合へ

の対応や③譲渡時に出国時よりも価額が下落している場合への対応、④納

                                 
(17) デンマーク、フランス及びオランダ。 

(18) ノルウェーは、10 年以上居住者であった個人について、国外へ移動後も３年間は

居住者とする制度を導入した。 
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税資金に対する手当て等が課題であると考える。 

 「拡大した納税義務」方式は、所得が実現（譲渡）した時に課税するこ

とから、時価評価課税のような問題は生じないが、反面、非居住者になっ

てから通常の非居住者よりも重い課税を行うことから、租税条約の締結国

との関係では、租税条約の改正の必要が生じるほか、国外滞在時に発生す

る所得への課税という点で執行可能性の問題があると考える。 

 国内法のみの対応で導入可能な制度であることが望ましく、そのために

は、居住者段階で課税する「出国税」方式、その中で株式等の譲渡に係る

所得に重点を置く観点から「制限出国税」方式又は再入国課税制度が適当

であると考える。ただし、「出国税」方式は未実現段階での時価評価税であ

ることから、このことから生じる上述の問題を解決するとともに、二重課

税への対応措置の具備が必要であると考えるが、これらを満たす制度とし

て、次の方式が考えられる(19)。 

① 出国税課税・事後調整方式（期間限定、実現利益との調整、逆の外国

税額控除） 

出国によって非居住者となることにより譲渡による所得が課税対象か

ら外れることを防止し、出国時に時価評価課税するが、譲渡までの納税

猶予制度を認容し、一定期間（例：５年）以内に実際に譲渡がなされな

い時は課税せず（又は還付し）、また、譲渡時の所得が出国税課税時の

時価評価税を下回る場合にはこれを調整することにより、未実現時点で

の課税を補う。また、入国側の国の課税については、出国側の国で逆の

外国税額控除(20)により調整する。2007 年から導入されたノルウェーの

                                 
(19) これら三つのうち、①及び③は、一定の株式等の譲渡による所得について、軽課

税（非課税を含む。）国へ出国することにより、軽減又は免除を図ることに対抗するも

のであると言え、②は、それぞれの国の居住者であった期間の株式等の値上り益につ

いて、それぞれ居住者であった国で課税を確保することを主な目的としていると言え

る。 

(20) 外国税額控除を行う結果として、出国税の課税よりも出国中に譲渡が実現した場

合の課税が軽課税（非課税を含む。）となっている場合に、その差額について出国側の

国（③の場合は再入国側の国）で課税を確保することとなる。②及び③の外国税額控
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「制限出国税」方式はこれに該当する。 

② 出国税課税・取得価額の引上げ等方式（取得価額の引上げまでの間は

逆の外国税額控除） 

出国する者についてその国に居住していた間に相当する値上り益は、

その居住していた国で課税することを主な目的とし、出国時に時価評価

課税（納税猶予制度を認容）するとともに出国税課税時の時価を入国側

の国での取得価額の引上げの認容を求め、入国側の国での取得価額の引

上げの受入れまでの間は、出国側の国で逆の外国税額控除を行う。カナ

ダの「一般出国税」方式がこれに該当するが、対象を株式等に限定すれ

ば、「制限出国税」方式となる。入国側の国で取得価額の引上げが認容

されれば、出国側の国での居住期間に相当する値上り益に対する課税を

出国側の国で確保できる。 

③ 再入国時課税方式（期間限定、再入国時の課税、外国税額控除） 

出国によって非居住者となることにより譲渡による所得が課税対象か

ら外れることを防止するものであるが、出国時には課税せず、一定期間

（例：５年）以内に再入国（帰国）した納税者に、出国中に譲渡所得が

発生した場合に、再入国後の譲渡所得とみなして課税する。二重課税に

ついては外国税額控除により調整する。英国の再入国課税がこれに該当

する（「限定的な拡大した納税義務」方式に分類されているが、居住者

として課税する点で他の国の制度と異なっている。）。 

 また、いずれの方式でも、①対象者の基準（国籍要件又は一定年（５

年ないし 10 年）超長期居住者の要件を付し、短期居住者は除外する。）、

②金額基準(21)（所得基準や資産基準を設定し、少額なものは対象外とす

る。）などを定めて適用除外基準を設けるとともに、③担保提供その他

                                                                      
除においても同様である。 

(21) 上記米国の例のほか、例えば、カナダでは出国時の資産の時価が25,000 カナダド

ル（約 2,200万円）超を申告の対象とし（10,000カナダドル未満の生活用資産は除外）、

ノルウェーでは、値上り益の合計額が 500,000 ノルウェークローネ（約 700 万円）以

下の場合は出国税を課税しない。 
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の一定の要件を設定し、譲渡時（又は一定の年限）までの納税の猶予制

度（低利）を導入する、また、執行可能性を高める施策として、④居住

形態が変更となる出国情報について、市区町村等から税務署への通知制

度や⑤一定の適用除外対象者の税務署への事前届出制度の導入を提案

する。 

 米国の国籍離脱・永住権放棄に係る課税は、これを我が国では「居住

形態の変更」の場合に置き換えることにより、参考とすることが有益で

ある。 

 なお、出国税を課された納税者が我が国に入国し、出国税の課税対象

となった所得が我が国でも課税される場合、相手国の出国税は我が国で

の非居住者期間の外国の税であることから外国税額控除の対象とはな

らない。また、「拡大した納税義務」方式の場合には、その所得が我が

国の国外源泉所得であること等の要件を満たせば、外国税額控除の対象

となる余地があるが、出国側、入国側の国のいずれにおいても二重課税

の調整ができない課税については問題があると考える。そこで、租税条

約相手国との関係では、二重課税調整の措置が講じられるような国際的

ルールの構築が必要であると考える。例えば、ＥＵ理事会は、2008 年

11 月に出国税の調整についての解決策(22)を発表しているが、例えばＯＥ

ＣＤにおいて出国税等についての一定の国際的ルールが確立された場

合には、我が国もそれを尊重し、租税条約の改正も含めて調整や制度の

構築を行うことが望ましいと考える。 

 出国許可制度については、米国の例が参考となるが、米国のように出

国許可を有しない者についての出国を禁止する権限を創設するよりは、

                                 
(22) 出国側の国で未実現利益に対して出国税を課税する場合、入国側の国における譲

渡時に取得価額の引上げを行うこと、出国側の国と入国側の国とで移動時における市

場価額について合意に至らない場合には適切な手続によって解決すること、出国側の

国で納税者が出国税を課された場合には、入国側の国は納税者に対して出国税が課さ

れたことの証拠書類等の提供を求めることができることなどのガイドラインを加国が

採用するよう提案している。 
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例えば、一定の納税義務者が出国する場合には、申告納税又は納税管理

人の届出を出国許可の要件とし、課税当局と出入国管理当局との情報交

換及び連携を行う制度の導入が適当であると考える。 

 

３ 結論 

 非居住者における居住性の判定（居住者・非居住者の判定）方法について

は、現行の制度を維持することが適当であると考える。 

 国内法又は租税条約の規定により、出国後に株式等の譲渡による所得等が

我が国の課税対象から外れることを利用した租税回避は問題であるが、これ

に対する対応策としては、出国に係る税の導入が効果的である。 

 そして、我が国に導入する場合に、①租税条約の改訂を行わずに国内法に

よる対応で実施可能であること、②出国側の課税と入国側の課税の二重課税

の調整を行うこと、③「出国税」方式の場合には、未実現段階での課税であ

ることから、一定期間内に譲渡が行われなかったときや価額の下落に対する

措置を行うこと及び④納税資金に対する手当て等の必要があることを考慮す

ると、上記の三つの方式が候補として考えられる。 

 この場合、いずれの方式でも、上述のとおり、一定の適用除外基準を設け

るとともに、執行可能性を高める上述の施策を講じることが適当であると言

える。 

 また、出国税等については、二重課税の調整等、国際的なルールの構築が

必要であり、我が国もそのルールに沿った制度の確立が望ましい。 
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はじめに 

 我が国においては、個人の納税者については、①国内に住所を有する個人又

は②国内に現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人を居住者とし、居住

者以外の個人を非居住者として居住形態（居住者・非居住者）の判定が行われ

ているが、近年、出国(23)して非居住者となることによって一定の財産や所得に

ついての我が国での免税又は軽減(24)を受けるという事例が発生しているほか、

数か国にわたり居住地を転々とする「永遠の旅人」に対する課税の問題も指摘

されている(25)。 

 課税を巡って国内における住所の有無等が争われた 近の事例としては、①

東京高裁平成 19 年（行コ）第 215 号贈与税決定処分取消請求控訴事件(26)（第

一審国側敗訴、控訴審国側勝訴（国内に住所ありとの判断）、上告中）及び②東

京高裁平成 19 年（行コ）第 342 号所得税決定処分取消等請求控訴事件(27)（第

一審、控訴審ともに国側敗訴（国内に住所なしとの判断）、確定）等がある。 

 これらの事例や上述のような問題の指摘には、①居住者、非居住者の居住形

態の判定方法の問題及び②非居住者になった後に課税されないこととなる所得

等についてこのままの課税方法でよいかという問題等を内在していると考えら

                                 
(23) 本稿でいう「出国」は、一時的なものを含まず、居住形態の変更につながるもの

（住所・居所を有しないこととなるもの）を指す。また、所得税法上の「出国」の

定義は、本稿第２章第１節１で言及する。 

(24) 本庄資『国境に消える税金』（税務経理協会、2004）では、「税法の基本原則を利

用して海外へ逃避する税金」や「国民も非居住者になって納税義務の範囲を小さく

することができるか」等について論じられており、中里実「課税管轄権からの離脱

をはかる行為について」フィナンシャル･レビュー94号４頁（2009）では、法人を含

めた課税管轄権からの離脱を巡る問題について論じられている。また、課税管轄選

択を利用した租税計画について、青山慶二「租税計画と税法解釈 第４回 課税管

轄選択を利用した租税計画」ＴＫＣ税研情報 18巻６号 59頁（2009）。更に、国外居

住や国外での制度の利用等を紹介しているものとして、邱永漢『非居住者のすすめ』

（中央新書、2008）、橘玲『永遠の旅行者（上）（下）』（幻冬舎、2005）、木村昭二『税

金を払わない終身旅行者』（総合法令出版、1999）など。 

(25) 酒井克彦「永遠の旅人と生活の本拠」（下）」税経通信63巻 3号 42頁以降（2008）。 

(26) これについては、本稿第１章第６節１で取り上げる。 

(27) これについては、本稿第１章第６節２で取り上げる。 



18 

れる。 

 そして、これらの問題に関して、諸外国の制度に目を向けると、①の居住性

の判定等の問題については、例えば、米国では、「市民」及び「永住権保持者」

に対して居住地にかかわらず全世界所得課税を行う制度を採用しており、また、

②の出国後の課税の問題について、米国では、一定の自国の元市民又は元長期

居住者に対し、米国に居住していない場合でも、通常の非居住者に対する課税

方法とは異なる方法で課税を行うが、 近では、国籍離脱者・永住権放棄者に

対するみなし譲渡益の時価評価課税制度を創設するなどの対応をしているほか、

主要国においても出国に係る税（出国税等）を採用している国がある。 

 そこで、出国や国籍離脱等を契機とした居住性等の変更に当たり、我が国と

は異なる制度を採用している米国や主要国の制度を参考として、まず、我が国

における居住性の判定の在り方を検討する。 

 次に、米国及び主要国で採用されている出国に係る税（出国税等）を我が国

に導入(28)する場合の論点及び考え方について検討する。 

 本稿では、以上の二つを主な課題とするが、出国に係る税（出国税等）とは

別に、出国の時点での納税義務の履行を求める「早期申告納税制度」があり、

我が国でも採用しているところであるが、これを更に進めて出国許可制度につ

なげている米国の例を確認し、我が国にも応用できる点等について、従たる課

題として検討を行う。 

 検討に当たっては、まず、日米及び主要国の個人の納税者について、居住性

の判定と課税所得の範囲を確認するとともに、課税を巡って国内における住所

の有無等が争われた 近の裁判例を確認し、課税上の問題点を検討する。更に、

出国等に伴う個人の所得課税等について、我が国の制度と米国及び主要国の制

度を比較・検討する。 

                                 
(28) 川田剛「米国の出国税」国際税務 29 巻６号 13 頁（2009）では、米国の出国税を

紹介されるともに、「わが国にも同様の規制措置を導入すべきと考えるがいかがなも

のであろうか」とされている。また、矢内一好「米国籍国者に対する税法の改正」

税務事例 41 巻 11 号 53 頁（2009）でも、米国の「離国者税」について、「立法当局

者にとって考慮すべき時期ではなかろうか」とされている。 



19 

 これらの検討に当たっては、国内法及び租税条約との関係や二重課税の調整、

執行可能性等の観点からも考察を行う。また、租税制度は、公平や中立性の要

請に適合するのみでなく、同時に効率及び簡素の要請にも適合しなければなら

ない(29)とされており、これらの要請との調和にも配意して検討を行うこととし

たい。 

 

 

 

                                 
(29) 金子宏『租税法〔第 15版〕』79頁（弘文堂、2010）。 



20 

第１章 我が国における個人納税者の所得課税等 

第１節 居住形態 

 所得税法では、個人の納税者を「居住者」と「非居住者」に区分し、居住者

について、更に「非永住者」と「非永住者以外の居住者」（以下「永住者」とい

う。）に区分している。そして、居住形態の区分に応じて課税所得の範囲や課税

所得の計算方法が異なっている(30)。 

１ 居住者 

（１）概要 

 居住者とは、①国内に住所を有する個人又は②国内に現在まで引き続い

て１年以上居所を有する個人をいう（所法２①三）。 

 ここで、「住所」及び「居所」については所得税法上の定義は設けられて

おらず、住所とは「各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうか

は客観的事実(31)によって判定する」（所基通２－１）とされている(32)。ま

                                 
(30) 居住形態別の課税上の問題を論じたものとして、木村直人「居住者・非居住者の

課税上の問題点」税大ジャーナル７号 122～146頁（2008）。 

(31) 「客観的事実には、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の住居状況、国籍な

どが挙げられる」と説明されている（後藤昇＝安部輝男＝北島一晃共編『平成 21年

度所得税基本通達逐条解説』17頁（大蔵財務協会、2009）、所得税基本通達２－１《住

所の意義》の解説）。 

(32) 所得税法上の「住所」概念は民法上の住所の概念（民法 22）と同一のものである

ことを明らかにしたものである旨説明されている（同上）。これは、「住所」につい

て、所得税法上定義規定はないことから、民法上の概念が「借用」されることを示

していると言える。「借用概念」と「固有概念」について、金子宏名誉教授は、「租

税法が用いている概念の中には、２種類のものがあ」り、「１つは、他の法分野で用

いられている概念であり、他の法分野から借用するという意味」で、「借用概念」、「第

２は、他の法分野では用いられておらず、租税法が独自に用いている概念で」、「こ

れを固有概念と呼ぶ（社会学・経済学・自然科学等、他の学問分野で用いられてい

る概念と同じ概念を租税法が用いている場合は、借用概念ではなく、固有概念であ

る）。」とされている（金子・前掲注（29）108頁）。また、「借用概念は他の法分野に

おけるのと同じ意義に解釈するのが、租税法律主義＝法定安定性の要請に合致して

いる。」とされ、判例も、「利益配当」、「匿名組合契約」、「不動産」、「不動産の取得」、
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た、居所とは「住所以外の場所において、人が相当期間継続して居住する

場所であって、かつ、生活の本拠という程度には至らないものをいう」と

されている。 

 更に、居住者は「非永住者」と「永住者」とに区分される。 

（２）非永住者 

 非永住者とは、平成 18 年４月１日以降は、「居住者のうち日本の国籍を

有しておらず、かつ、過去 10年以内において国内に住所又は居所を有して

いた期間の合計が５年以下である個人をいう」こととされた（所法２①四）。

従前、非永住者は「国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続い

て５年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人をいう」とされていた

が（旧所法２①四）、改正により、①非永住者の区分に「国内に永住する意

思」は関係しないこと、②日本の国籍を有する場合には非永住者に該当し

ないこと及び③過去 10 年以内における国内に住所又は居所を有していた

期間の合計が５年以下であるか否かで判定することとされた。 

 また、この改正に併せて、その年に非永住者であった期間を有する者が

確定申告書を提出する場合に、その者の国籍や過去の居住期間等の必要事

項を記載した書類を添付しなければならないこととされた（所法 120⑤、

所規 47の４）。これらの必要事項を記載できるように｢居住形態に関する確

認書｣（資料１）が用意されている。 

（３）永住者 

 非永住者以外の居住者であり、居住者のうち日本の国籍を有する者及び

日本の国籍を有しない者で、過去 10年以内において国内に住所又は居所を

有していた期間の合計が５年を超える者が該当する。 

                                                                      
「配偶者」、「法人および外国法人」、「法人の解散」、「住所」、「人格のない社団」、「親

族」「等の借用概念について、本来の法分野におけると同じ意義に解して、概念の統

一的理解の立場をとっている。」と説明されている（同 109～110 頁）。なお、借用概

念の解釈についての「統一説」、「独立説」及び「目的適合説」について、金子宏「租

税法と私法－借用概念及び租税回避について－」租税法研究６号１頁以下（1978）。 
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２ 非居住者 

 非居住者とは居住者以外の個人をいい（所法２①五）、次に該当する者が非

居住者となる。 

① 国内に住所及び居所を全く有しない者 

② 国内に住所を有せず、かつ、現在まで引続いて１年未満の期間しか居

所を有していない者 

 居住形態について表にまとめると次のとおりとなる。 

 

【居住形態】                 （平成 18 年４月１日以降） 

 

第２節 居住形態 

 個人の納税者の居住形態を判定する際、国の内外にわたって居住地を移動す

る者については住所が国内にあるかどうかについて、次の推定規定が設けられ

ている。 

区 分 
日本国籍

の有無 

居所を 

有する期間

過去 10年間のうち 

住所又は居所を有していた 

期間の合計 

居住形態

有 

無 
５年超 

有 

永住者 住所 

あり 

無 

 

５年以下 
非永住者

有 

無 
５年超 

有 

永住者 

無 

引き続き 

１年以上 
５年以下 

非永住者

居所 

あり 

 １年未満 

住所 

なし 

居所 

なし 
 

 非居住者
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１ 国内に住所を有する者と推定する場合 

次のいずれかに該当する場合、その者は「国内に住所を有する者」と推定

される（所令 14）。 

① 国内に居住することとなった者が、国内において継続して１年以上居

住することを通常必要とする職業を有すること。 

② 国内に居住することとなった者が日本国籍を有し、かつ、その者が国

内に生計を一にする配偶者等を有することその他国内におけるその者の

職業及び資産の有無等の状況に照らし、国内において継続して１年以上

居住するものと推測するに足りる事実があること。 

２ 国内に住所を有しない者と推定する場合 

次のいずれかに該当する場合、その者は「国内に住所を有しない者」と推定

される（所令 15）。 

① 国外に居住することとなった者が、国外において継続して１年以上居

住することを通常必要とする職業を有すること。 

② 国外に居住することとなった者が外国の国籍を有し、又は外国に永住

する許可を受け、かつ、その者が国内に生計を一にする配偶者等を有し

ないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照

らし、再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足り

る事実がないこと。 

３ 住所の推定規定についての取扱い 

国内又は国外において事業を営み、若しくは職業に従事するため国内又は

国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等により

あらかじめ１年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、そ

れぞれ上記１①又は上記２①に該当するものとして取り扱うこととされてい

る（所基通３－３）。 
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４ 住所・居所を巡る問題等 

居住者に該当するか否かについて、後述するように、諸外国では国内にお

ける物理的な滞在日数（183 日基準等）によって判断する場合があるが、我

が国では、前述のように国内に住所を有するか、又は現在まで引き続いて１

年以上居所を有する場合に居住者となる。我が国と国外の双方に住居や職業

等を有していて、双方に一定期間滞在するなどの場合には、上記の推定規定

には該当しないこととなり、我が国とその国外とのいずれに住所を有するの

かが問題となる場合がある。また、居所については、例えば、一時的に国外

へ赴く場合には、引き続き国内に居住を有するものとして扱う(33)こととなる

が、一時的なものかどうかが問題となることがある。 

第３節 居住形態に関する租税条約の規定 

１ 双方居住者の振分け 

 双方居住者の振分け(34)について、日本が締結している租税条約には、納税

者が日本と条約相手国双方で居住者として取り扱われた場合に、いずれの国

の居住者とするかについての規定が設けられているものがある(35)。そして、

所得税法上居住者に該当する者が、租税条約の規定により相手国の居住者と

                                 
(33) 「国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴

いていた期間（以下この項において「在外期間」という。）中、国内に、配偶者その

他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室

等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に

赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き

国内に居所を有するものとして、法第２条第１項第３号及び第４号の規定を適用す

る」（所基通２－２）。 

(34) 増井良啓「居住地振り分け規定の適用効果」税務事例研究 108号 37～68頁（2009）

では、双方居住者の振分けが行われた場合の効果について検討されている。また、「出

国」概念との関係についても言及されている（同 58 頁）。更に、李昌煕＝増井良啓

「租税条約上の居住者概念は全世界所得課税を要件とするか－各国裁判例の分析」

ジュリスト 1362 号 121～131 頁（2008）では、租税条約上の居住者概念について、

カナダの Crown Forest判決その他の判決等を分析され、検討されている。 

(35) 例：日米租税条約第４条第３項。 
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みなされる場合には、国内に住所及び居所を有しないものとみなして所得税

法等を適用することとされている（実施特例法６）。 

２ 米国市民及び米国の永住権保持者の取扱い 

米国の税法上、米国市民及び米国の永住権保持者は、その居住地に関係な

く米国において課税対象とされる。そして、日米租税条約上、「『一方の締約

国の居住者』とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、市

民権、本店又は主たる事務所の所在地、法人の設立場所その他これらに類す

る基準により当該一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者」

をいうとされているため（日米租税条約４①）、日本に居住している米国市民

又は米国の永住権保持者は、双方居住者の問題が生じることとなる。また、

新日米租税条約では、米国市民又は米国の永住権保持者については、①日本

の居住者に該当しないこと、②米国内に実質的に所在し、又は恒久的住居若

しくは又は常用の住居を有すること、③第三国との租税条約の適用上、第三

国の居住者とされる者でないことの三つの要件を満たす場合に限り、米国居

住者とすることとされているので（日米租税条約４②）、日本の居住者かどう

かの判断が優先することになる。 

第４節 課税所得の範囲 

個人の納税者の居住形態に応じた課税所得の範囲は、次のように定められて

いる。 

１ 永住者の場合 

 国内及び国外で生じたすべての所得、すなわち、国内源泉所得及び国外源

泉所得のすべてが課税の対象になる（所法５①、７①一）。 

 ここで国内源泉所得とは、日本国内における勤労や営業による所得、国内

に所有する不動産の貸付け又は譲渡による所得など、日本国内で生じる所得
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をいい、所得税法第 161条に列挙されているが、その所得が国内で支払われ

たものか国外で支払われたものかを問わないこととされている。また、国外

源泉所得とは、国内源泉所得以外の所得をいい、一般的には、国外にある不

動産の貸付けによる対価、外国にある銀行に預けた預金等の利子、外国法人

から受ける利益の配当等がこれに該当する。 

２ 非永住者の場合 

非永住者の場合には、①国内源泉所得及び②国外源泉所得で国内において

支払われ、又は国外から送金されたものが課税対象となる（所法５①、７①

二）。 

 ここで「国内において支払われたもの」とは、次のようなものをいうとさ

れている（所基通７－３）。 

① その非永住者の国外にある営業所等と国外の顧客との間に行われた商

取引の対価で為替等によりその非永住者の国内にある営業所等に直接送

付され、若しくは当該国内にある営業所等に係る債権と相殺され、又は

当該国内にある営業所等の預金口座に直接振り込まれたもの。 

② その非永住者の国外にある不動産等の貸付けによる賃貸料で、為替等

によりその非永住者に直接送付され、又はその非永住者の国内にある預

金口座に直接振り込まれたもの。 

また、送金課税の対象となるのは、国外から国内へ送金された金額のうち

「国内源泉所得の国外払いの金額を超えたもの」である（所令 17一）。ここ

で、「国外から送金されたもの」とは、非永住者が国外に有する自己の資金の

送金を受けることをいうが、これには国内への通貨の持ち込み又は小切手、

為替手形、郵便為替、信用状その他の支払手段による通常の送金のほか、次

のような行為が含まれる（所基通７－５）。 

① 貴金属、公社債券、株券その他の物を国内に携行し、又は送付する行

為で、通常の送金に代えて行われたと認められるもの 

② 国内において借入れをし、又は立替払を受け、国外にある自己の預金
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等によりその債務を弁済することとするなどの行為で、通常の送金に代

えて行われたと認められるもの 

３ 非居住者の場合 

非居住者の場合には、国内源泉所得に対してのみ課税される（所法５①、

７①三）。 

 この場合、非居住者が日本国内に恒久的施設を有しているかどうか、また、

所得の種類が何であるかなどによって課税される方法が異なる（資料２）。

なお、租税条約の適用により免税となることもある。 

 ここで、恒久的施設（Permanent Establishment)とは、「事業を行う一定の

場所等」をいい、具体的には、①支店、出張所その他の事業所や事務所、工

場等、②１年を超えて行う建設、据付け、組立その他の作業又は作業の指揮

監督を行う場所、③非居住者に代わって契約を締結する権限を有する代理人

等をいう（所法 164①）。 

４ 年の中途で居住形態が変わった場合 

年の中途で居住者から非居住者に変わるなど、居住形態に変更があった場

合には、それぞれの期間に応じて課税所得を計算することとなる（所法８）。 

 住形態と課税範囲を表にまとめると次のとおりとなる。 

 

【居住形態と課税範囲】 

国内源泉所得 国 外 源 泉 所 得 

国 外 払 い 

所得 

区分 

 

居住形態 

国内 

払い 

国外 

払い 

国内

払い
国内に送金されたと

される部分 

国内に送金 

されない部分

永住者  居
住
者 非永住者 課        税  

非居住者 原則として課税(注) 非 課 税 
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（注） 国内において行う「事業から生ずる所得」については、日本国内に恒

久的施設を有しない場合には、「非課税」となることが多い。 

 

第５節 非居住者課税の問題点 

１ 概要 

 非居住者の課税所得は、第４節で述べたとおり、居住者と比べるとその範

囲が狭くなっており、居住者の場合には課税対象となるものでも、非居住者

になってから生じる所得については、課税対象とならないものがあり、租税

回避を目的とした居住形態の変更もこの点に着目したものがある。 

 非居住者課税のより具体的な問題点としては、例えば、①国内源泉所得と

なる事業所得を有していても国内に恒久的施設がないと課税対象とならない

場合がほとんどであること、②国内に恒久的施設を有しない非居住者の株式

等の譲渡所得は課税対象となるものが限定されており、また、租税条約締結

国の居住者の場合には、免税となる場合が多いこと、③国外に居住している

者に対する課税処分を巡る問題等を挙げることができるが、本稿では、「はじ

めに」で述べた問題意識との関係から、②の問題点に焦点を当てて検討する。 

２ 国内に恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡 

（１）国内法 

国内に恒久的施設を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合には、次

のいずれかに該当する場合に限り、課税対象となる国内源泉所得となる（所

法 161一、164①四、所令 280②、291①三～五、②～⑩）。 

 すなわち、国内に恒久的施設を有しない非居住者が、通常の株式等を国

外で譲渡した場合には、国内法上、原則として課税されないこととなる。 
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① 同一銘柄の内国法人の株式等の買集め(36)をし、その所有者である地位

を利用して、当該株式等をその内国法人又はその特殊関係者等(37)に対し

て譲渡をすることによる所得 

② 内国法人の特殊関係株主等(38)である非居住者が行うその内国法人の

株式等の譲渡による所得 

③ 不動産関連法人の株式等（不動産化体株式）の譲渡による所得 

④ 国内にあるゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡による所得 

⑤ 非居住者が国内に滞在する間に行う株式等の譲渡による所得 

（２）租税条約 

ＯＥＣＤモデル租税条約では、株式等の譲渡による所得については、不

動産化体株式等の譲渡による所得を除き居住地国課税となっているが、我

が国の租税条約例（47 条約、58 か国適用、平成 22年５月現在）をまとめ

ると、以下のとおりであり(39)、非居住者になった後の株式等の譲渡に係る

所得が、国内法上課税対象となる場合でも、租税条約により免税となる場

合がある。 

イ 不動産化体株式及び事業譲渡類似株式の譲渡所得は源泉地国課税、こ

れら以外は居住地国課税（10か国） 

 英国、ヴェトナム、オーストラリア、カザフスタン、シンガポール、

大韓民国、パキスタン、フランス、ブルネイ、メキシコ 

ロ 源泉地国課税（25か国） 

 アゼルバイジャン、アルメニア、イスラエル、インド、ウクライナ、

ウズベキスタン、エジプト、カナダ、キルギス、グルジア、スリ・ラン

カ、タイ、タジキスタン、中華人民共和国、トルクメニスタン、トルコ、

ノルウェー、バングラデシュ、ブルガリア、ベラルーシ、マレイシア、

                                 
(36) 所得税法施行令第 291条第２項。 

(37) 所得税法施行令第 291条第３項。 

(38) 所得税法施行令第 291条第４項。 

(39) 『租税関係法規集〔平成 21 年度版〕』（納税協会連合会、2009）の 1,902～1,905

頁の分類等を参考にまとめたものである。 
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南アフリカ、モルドヴァ、ルクセンブルグ、ロシア 

ハ 居住地国課税（15か国） 

 アイルランド、イタリア、インドネシア、ザンビア、スイス、スペイ

ン、スロヴァキュア、チェッコ、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、

ブラジル、ベルギー、ポーランド、ルーマニア 

ニ 事業譲渡類似株式の譲渡所得は源泉地国課税、これ以外は居住地国課

税（３か国） 

 オーストリア、デンマーク、フィジー 

ホ 不動産化体株式等の譲渡所得は源泉地国課税、これ以外は居住地国課

税（ＯＥＣＤモデル条約例）（１か国） 

 フィリピン 

ヘ 不動産化体株式及び破綻金融機関株式の譲渡所得は源泉地国課税、こ

れら以外は居住地課税（１か国） 

 米国 

ト 譲渡前５年以内に一方の締約国の居住者であった個人については一方

の締約国の法令に従う（１か国） 

 オランダ 

チ 規定なし（２か国） 

 スウェーデン、ニュー・ジーランド 

第６節 近の裁判例 

課税処分を巡って、国内における住所の有無等が争われた二つの事件を取り

上げ、検討する。ここでは、事件及び判決の内容を確認する中で居住性の判定

や非居住者課税についての問題の所在を確認し、その解決策の検討の方向性へ

とつなげるものである。 
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１ 東京高裁平成 19年（行コ）第 215号贈与税決定処分取消請求控訴事件(40) 

 ここでは、控訴審判決を取り上げて検討する。 

（１）事件の要旨 

Ｘ（被控訴人、原審における原告）は、亡Ｂ（父）及びＣ（母）から、

平成 11年 12月にオランダ王国における有限責任非公開会社の出資口数各

560 口、160 口（合計 720 口、時価約 1,650 億円）の贈与を受けた。これに

対して、Ｘは、Ｙ税務署長（控訴人、原審における被告）がした平成 11

年分贈与税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分について、その贈与

の日においてＸは日本に住所を有しておらず、旧相続税法（平成 11年法律

第 87号による改正前のもの）第１条の２第１号による納税義務を負わない

                                 
(40) 第 1審：東京地裁平成 19年５月 23日判決・訟務月報 55巻２号 267頁、控訴審：

東京高裁平成 20 年１月 23 日判決・訟務月報 55 巻２号 244 頁、判例タイムズ 1283 号

119 頁。 

 判決（控訴審）の評釈として、増井良啓「海外財産の贈与と住所の認定－武富士事

件－」税研 25 巻３号 21 頁（2009）、大淵博義「事実認定と税法の解釈適用」租税研

究 711 号 86 頁（2009）、長谷川俊明「日本から香港に移住した者が日本国内に住所を

有していたとして贈与税を課された事例」国際商事法務 37巻３号 318頁（2009）、佐

藤正勝「武富士事件と租税法上の住所の意義－住所の判定要素と関連理論の考察－」

税大ジャーナル 10号 55頁（2009）、川田剛「国外財産の贈与に係る住所地」国際税務

28巻６号 31頁（2008）、伊川正樹「納税者の租税回避目的を根拠として、相続税法に

おける『住所』が認定された事例（武富士事件）」速報判例解説（法学セミナー増刊）

283 頁（2008）、占部裕典「贈与税の租税回避行為と『住所』の認定－東京高裁平成

20 年１月 23 日判決の検討－」税理 51巻５号 86 頁（2008）、占部裕典「税法における

『住所』の意義とその判断要素」税理 51巻２号 44頁（2008）、第１審判決の評釈とし

て、増田英敏「海外財産の贈与と贈与税の納税義務の要件としての住所の認定－武富

士事件」ＴＫＣ税研情報 17 巻２号 20 頁（2008）、橋本晃義「海外財産の贈与と贈与

税の納税義務の要件としての住所の認定－武富士事件」ＴＫＣ税研情報 17 巻２号 47

頁（2008）、品川芳宣「海外財産を贈与した場合の受贈者の『住所』の認定：武富士

事件」ＴＫＣ税研情報 16 巻５号 33 頁（2007）、品川芳宣「国外財産の贈与における

受贈者の『住所』の認定－武富士事件－」税研 23 巻２号 80 頁（2007）、川田剛「相

続税、贈与税における『住所地』が問題となった事例－武富士事件判決－」税務事例

39巻 12号１頁（2007）など。下記２の所得税事件との比較検討を行うものとして、青

山慶二「 近の税務判決から分析する国際課税 第 1 回：全世界所得者課税対象者と

しての居住者」ＴＫＣ税研情報 19 巻３号 80 頁（2010）、仲谷栄一郎「『租税軽減の

目的』と税法上の事実認定～『住所』をめぐる判例を素材に～」国際税務 28巻６号 39

頁（2008）、相澤拓也「税法における住所の判断基準の再検討－ 近の２つの東京高

裁判決を素材として－」立命館法政論集７号１頁（2009）など。 
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から、違法であると主張して取消しを求めた事案である。原審は、Ｘの請

求を認容したところ、Ｙが請求の棄却を求めて控訴した。 

 旧相続税法の規定では、国内に住所を有しない個人（制限納税義務者）

が、贈与により国内にある財産を取得する場合に贈与税の納税義務者とな

り、国内に住所を有する個人（無制限納税義務者）は、贈与により取得す

るすべての財産について納税義務者となるが、本件については、贈与によ

り国外にある財産を取得したものであったことから、贈与の日において、

Ｘが日本国内に住所を有していたかが主な争点となった。 

（２）判断 

イ 住所の認定方法について 

住所の認定方法については、次のとおり判示している。 

「法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反

対の解釈をすべき特段の事由のない限り、その住所とは、各人の生活の

本拠を指すものと解するのが相当であり（ 高裁判所昭和 29 年 10月 20

日大法廷判決・民集８巻 10 号 1907 頁参照）、生活の本拠とは、その者

の生活に も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものである

（ 高裁判所昭和 35 年 3 月 22 日第三小法廷判決・民集 14 巻４号 551

頁参照）。そして、一定の場所が生活の本拠に当たるか否かは、住居、

職業、生計を一にする配偶者その他の親族の存否、資産の所在等の客観

的事実に、居住者の言動等により外部から客観的に認識することができ

る居住者の居住意思を総合して判断するのが相当である。なお、特定の

場所を特定人の住所と判断するについては、その者が間断なくその場所

に居住することを要するものではなく、単に滞在日数が多いかどうかに

よってのみ判断すべきものでもない（ 高裁判所昭和 27 年４月 15日第

三小法廷判決・民集６巻４号 413 頁参照）。」 

ロ まとめ 

租税回避の目的等、被控訴人の生活場所（住居）、被控訴人の職業活動

等、資産の所在、外部から認識することができる被控訴人の居住意思に
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ついて、それぞれ認定をした上で、まとめとして、次のように判示して

いる。 

 「以上の事実によれば、被控訴人は、本件滞在期間以前は、本件杉並

自宅に亡Ｂ、Ｃ及びＤとともに居住し、本件杉並自宅を生活の本拠とし

ていたものである。そして、①本件杉並自宅の被控訴人の居室は、被控

訴人が香港に出国した後も、家財道具等を含めて出国前のままの状態で

維持され、被控訴人が帰宅すれば、従前と同様にそのまま使用すること

ができる状況にあったのであり、②被控訴人は、本件滞在期間中も、１

か月に１度は日本に帰国し、本件滞在期間を通じて４日に１日以上の割

合で日本に滞在し、日本滞在中は、本件杉並自宅で起居し、特別な用事

がない限り、朝夕の食事は、本件杉並自宅でとり、毎朝、本件杉並自宅

からＡ社に出勤し、毎夕本件杉並自宅に帰宅するなど、日本滞在時の本

件杉並自宅における被控訴人の生活の実態は、本件杉並自宅で起居する

日数が減少したものの、本件滞在期間以前と何ら変わっていないのであ

り、③被控訴人は、本件滞在期間前から、日本国内において、東京証券

取引所一部上場企業であるＡ社の役員という重要な地位にあり、本件滞

在期間中も引き続きその役員としての業務に従事して職責を果たし、そ

の間に前記のとおり昇進していたのであり、④被控訴人は、亡Ｂの跡を

継いでＡ社の経営者になることが予定されていた重要人物であり、被控

訴人にとってＡ社の所在する日本が職業活動上 も重要な拠点（組織）

であったのであり、⑤被控訴人は、香港に滞在するについて、家財道具

等を移動したことはなく、香港に携帯したのは、衣類程度にすぎず、⑥

被控訴人は本件贈与がされた当時、莫大な価値を有する株式等の資産を

有していた一方、香港において被控訴人が有していた資産は、被控訴人

の資産評価額の０．１パーセントにも満たないものであり、⑦被控訴人

の居住意思の面からみても、香港を生活の本拠としようとする意思は強

いものであったとは認められないのであって、これらの諸事情に、前示

のとおり、本件事実関係の下では、香港における滞在日数を重視し、日
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本における滞在日数と形式的に比較してその多寡を主要な考慮要素と

して本件香港自宅と本件杉並自宅のいずれが住所であるかを判断する

のは相当ではないことを考え合わせると、本件滞在期間中の被控訴人の

香港滞在日数が前記のとおりであり、被控訴人が香港において前記のと

おり職業活動に従事していたことを考慮しても、本件滞在期間中の被控

訴人の生活の本拠は、それ以前と同様に、本件杉並自宅にあったものと

認めるのが相当であり、他方、本件香港自宅は、被控訴人の香港におけ

る生活の拠点であったものの、被控訴人の生活全体からみれば、生活の

本拠ということはできないものというべきである。なお、被控訴人は、

被控訴人の平成 11 年の所得税について賦課決定処分がされていないか

ら、控訴人は、被控訴人の住所が日本国外にあったと判断していたこと

になると主張するが、被控訴人が主張する事実のみで被控訴人の住所が

日本国外にあったとの判断を控訴人がしたことを認めることはできな

いから、被控訴人の上記主張は前提を欠くものであり、採用することが

できない。」 

（３）税制改正による対応 

このように、子供が国外に移転し、その後、親が財産を国外に移転する

ことにより、我が国の相続税や贈与税の負担を回避する手法に対しては、

平成 12 年度税制改正における租税特別措置法の改正(41)により、国外にあ

る財産を贈与により取得した場合で、取得の時に日本国内に住所を有して

いなくても、その贈与を受けた人が日本国籍を有しており、かつ、その人

又は贈与した人が贈与前５年以内に国内に住所を有していたときは、その

国外財産についても贈与税が課税され特例が設けられ、その後、この特例

は、相続税法に規定されるに至っている(42)。 

 これは、子供が国外に移転し、その後、親が財産を国外に移転すること

                                 
(41) 租税特別措置法の等の一部を改正する法律（平成 12年法律第 13号）、租税特別措

置法第 69条第２項。 

(42) 所得税法等の一部を改正する法律（平成 15 年法律第８号）、相続税法第１条の４

第２号。 
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により、我が国の相続税や贈与税の負担を回避する手法が一般に紹介され

ていたこと(43)、また、政府税制調査会の答申においても、「相続税につい

ては、国際化などの経済社会状況の変化への対応も求められており、税制

の信頼を高める観点から、海外への資産移転による租税回避行為の防止な

どについても必要な措置を検討する必要があります。(44)」とされていたこ

とが背景にあるとされている(45)。 

 この適用が適用となる場合の納税地は、贈与を受けた人が納税地を定め

てその所轄税務署長に申告し納税することになっているが、この申告がな

い場合には、国税庁長官が納税地を指定して、通知することとされている

（相法 62）。 

 子供が国外に移転し、その後、親が財産を国外に移転することにより贈

与税の課税を免れるような事例については、この特例により一定の対応が

なされることとなったが、この特例は、平成 12年４月１日以後に相続若し

くは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適

用されることとなっており、上記の裁判例の場合には、平成 11年 12月に

行われた贈与であったことから、この特例の適用対象とならなかったもの

である。 

 なお、この裁判例の事件は上告中であることから、 高裁判所において

どのような判断がなされるか、注目されるところである。 

                                 
(43) 国税庁『平成 12年改正税法のすべて』371～372頁。 

(44) 平成 11年 12月税制調査会「平成12年度の税制改正に関する答申」10頁。 

(45) 国税庁・前掲注（43）371～372頁。 
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２ 東京高裁平成 19年（行コ）第 342号所得税決定処分取消等請求控訴事件(46) 

 ここでは、控訴審判決を取り上げて検討する。 

（１）事件の要旨 

本件は、平成 13年分の所得税に係る確定申告書を提出しなかったＸ（被

控訴人、原審における原告）に対し、同年中に株式を譲渡した譲渡所得が

あるとして、Ｙ税務署長（控訴人、原審における被告）が、同年分の所得

税に係る決定処分（以下「本件決定処分」という。）及び無申告加算税賦課

決定処分（以下「本件賦課決定処分」といい、本件決定処分と併せて「本

件決定処分等」という。）をしたところ、Ｘは上記株式の譲渡時にはシンガ

ポールに出国しており、国内に住所を有していなかったので納税義務を負

う居住者ではないと主張するＸが、Ｙに対し、本件決定処分等の取消しを

求める事案である。 

 原審は、上記株式の譲渡期日当時においてＸが国内に住所を有していた

と認めることはできず、同期日当時にＸが国内に住所を有していたことを

前提としてされた本件決定処分等はその前提が認められないから違法であ

るとして、Ｘの請求を認容した。そこで、Ｙは、これを不服として控訴し、

被控訴人が上記株式の譲渡時に国内に住所を有していたとの原審以来の主

張をするとともに、仮に被控訴人が住所を有していなかったとしても、国

内に引き続いて１年以上居所を有していたとの予備的主張を追加して、い

ずれにしても本件決定処分等は適法であると主張するものである。 

所得税法では、永住者（非永住者以外の居住者）は、すべての所得が課

税対象とされるため、上記株式の譲渡期日において、Ｘが永住者に該当す

                                 
(46) 第１審：東京地裁平成19年９月 14日判決・判例タイムズ 1277 号 173 頁、控訴審：

東京高裁平成 20年２月 28日判決・判例タイムズ 1278 号 163頁。 

 判決の評釈として、川田剛「国外での株式譲渡時における住所地が問題とされた事

例－ユニマット事案」税研25巻３号 24頁（2009）、中西良彦「海外での株式譲渡と住

所・居所の認定」税理 51巻 13号 122 頁（2008）、望月文夫「 新裁判・裁決例の要点

⑦国際課税 譲渡所得非居住者課税事件」国税速報 6069 号 30頁（2009）、増田英敏「海

外での株式譲渡と住所の認定（ユニマット事件）」ＴＫＣ税研情報 18巻２号１頁（2009）

など。 
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るどうかが主な争点となった(47)。 

（２）判断 

控訴審判決では、「当裁判所も、被控訴人が本件株式の譲渡時に国内に住

所を有していたと認めることはできず、かつ、国内に引き続いて１年以上

居所を有していたとも認められないので、本件譲渡期日当時において被控

訴人が所得税法２条１項３号に規定する居住者であることを前提としてさ

れた本件決定処分等は、その前提が認められないから違法であり、被控訴

人の本訴請求は理由があるものと判断する。」と判示して、基本的には原審

の判示内容を支持しており、その理由について、一部については、「付加、

訂正するほか、原判決の『事実及び理由』の『第３ 争点に対する判断』

１及び２記載のとおりであるから、これを引用する。」としている。 

イ 居住者及び住所の判定方法 

 居住者及び住所の判定方法について、原審は、「所得税法２条１項３

号は、『居住者』を『国内に住所を有する個人』等と定義するところ、

法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の

解釈をすべき特段の事由のない限り、住所とは、各人の生活の本拠を指

すものと解するのが相当であり（ 高裁昭和 29 年（オ）第 412 号同 29

年 10 月 20 日大法廷判決・民集８巻 10 号 1907 頁参照）、生活の本拠と

は、その者の生活に も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すも

のである（ 高裁昭和 35年（オ）第 84号同 35年３月 22 日第三小法廷

判決・民集 14巻４号 551 頁参照）。そして、一定の場所がその者の住所

であるか否かは、租税法が多数人を相手方として課税を行う関係上、客

観的な表象に着目して画一的に規律せざるを得ないところからして、一

般的には、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資

産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に判定するのが相当である。

                                 
(47) 本件では、非永住者以外の居住者に該当するかどうかが争われていることから、

非居住者に該当した場合の株式の譲渡に係る所得の課税関係については言及されてい

ない。 
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これに対し、主観的な居住意思は、通常は、客観的な居住の事実に具体

化されているであろうから、住所の判定に無関係であるとはいえないが、

このような居住意思は必ずしも常に存在するものではなく、外部から認

識し難い場合が多いため、補充的な考慮要素にとどまるものと解され

る。」としている。 

ロ 住所についての判断 

 控訴審判決では、前述のとおり、原審の判断を支持し、一部、付加、

訂正を行った上、国内における住所については、「以上の検討の結果か

らすると、本件譲渡期期日当時における被控訴人住所が国内になく、む

しろシンガポールにあったものと認められること、被控訴人の職業につ

いても、シンガポールにおいて株式取引を開始した時点でその生活の本

拠がシンガポールに移転したもの見ることとができること、国内におい

て生計を一にする被控訴入の家族または親族は存在せず、かつ、被控訴

入が継続して居住するに適する場所を有していなかったこと、国内に所

在する資産についても、シンガポールに居住しながら管理することが困

難とまではいえないと認められることなどを総合的に考慮すると、本件

件譲渡期日当時、被控訴人が国内に住所を有していたと認めることはで

きない。」と結論付けられている。 

ハ 租税回避目的について 

 租税回避目的については、「（前略）本件株式譲渡契約の締結や本件株

券の交付、本件代金の受領等をわざわざ香港において行っていること

（前記前提事実（２）及び（３））、同年 12 月４日付け本件特別顧問契

約書を実際には同 13年３月 21 日に作成していること（認定事実（８）

カ（ア）及び（イ））などの事情が認められることからして、被控訴人

が我が国における課税を回避するためにその住所をシンガポールに移

転させたものとうかがわれる余地もあり得るが、上記各契約書の日付を

さかのぼらせて作成したことについては、前記（３）説示のように課税

回避の目的で作成したものとまでいうことはできず、また、シンガポー
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ルではなく香港において契約の締結、履行をしたこと自体は、我が国に

おける課税回避の目的の有無とは関係がないものである。」とし、「（前

略）被控訴人が国内に真実の住所を有していたにもかかわらず、シンガ

ポールに住所があるように仮装、偽装したと認めることはできず、この

限りにおいて、被控訴人が課税回避を目的としていたか否かによってそ

の住所の認定が左右されるものではない。」と判示している。 

ニ 国内に引き続いて１年以上居所を有していたかについて 

Ｘが本件譲渡期日において、国内に引き続いて１年以上居所を有して

いたかについては、「この『国内に引き続いて居所を有する期間』には、

一時的に国外に赴いていた期間も含まれると解され、この点について、

所得税基本通達２－２(48)（中略）の同規定は上記居住者の該当性につい

ての判断要素として相当であると認められる」とし、「『国内に引き続い

て１年以上居所を有する』というためには、その間に在外期間が含まれ

る場合には、在外期間中も、国内に、それまで生計を共にしていた配偶

者その他の親族を残し、再入国後生活する予足の居住場所を保有し、又

は生活用動産を預託していて再入国後直ちに従前と同様の生活をする

ことができる状態にあるなどして、一時的な出国であることが明らかで

あることが必要であると解される。」とした。 

 そして、これについて、本件に当てはめ、「被控訴人が平成 12 年 12

月４日にシンガポールに出国したのは、その後、相当長期にわたって同

国を生活の本拠とするためにしたものと認められるのであって、その後

の被控訴人の状況に照らして、同日以降の同国への滞在をもって、一時

的な出国であることが明らかであるということはできない。」とし、「以

上のとおりであり、被控訴人が本件譲渡期日に国内に引き続いて１年以

上居所を有していたと認めることはできない。」と判示した。 

                                 
(48) 前掲注（33）のとおり。 



40 

３ 二つの事件からの教訓 

 上記１の事件は贈与税の課税、上記２の事件は所得税の課税についてであ

ったが、制限納税義務者又は非居住者に該当するかどうかで、課税対象の範

囲が異なることとなり、課税時において、納税者の生活の本拠が日本にあっ

たか否かが課税上問題となったという点では共通している。また、課税対象

となるものは、贈与税の事件の方は、対象資産が国外資産とされる株式、所

得税の事件については、株式の譲渡に係る所得であり、株式という点でも類

似性があったものである。 

 そして、課税時点において、生活の本拠が国内にあるかどうかについて、

判断材料となるそれぞれの項目について、国内、国外の双方に該当するもの

があったこと、それぞれについて詳細な事実確認を行うとともに、総合的に

判断する必要があったものであると言える。 

 当時の法律では、贈与により国外財産を取得した個人が、その時点におい

て国内に住所を有していない場合には、贈与税の課税対象外とされていたこ

とは前述のとおりである。 

 そして、贈与によって国外にある財産を取得した者が、取得の時に日本国

内に住所を有していなくても、日本国籍を有し、かつ贈与前５年以内のいず

れかのときに財産を取得した者又は贈与者が国内に住所を有したことがある

場合には、その財産について贈与税の納税義務を負うという特例が、平成 12

年度税制改正において租税特別措置法第 69条第２項に設けられ、その後、上

記特例は、所得税法等の一部を改正する法律（平成 15年法律第８号）により

相続税法１条の４第２号として規定されたことは、前述のとおりである。 

 上記１の贈与税事件については、上述のとおり贈与により株式を取得した

時期が平成11年12月であったため、改正後の規定が適用とならなかったが、

このような贈与税事件と同様の事例が今後発生しても、改正により、国内に

住所をしているか否かにかかわらず国外財産の取得も課税対象とされること

となったものである。 

 したがって、類似の事例については、改正により解決が図られていると言
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える(49)。 

 しかしながら、国内に恒久的施設を有しない非居住者の株式の譲渡による

所得については、所得税の課税対象となる場合は限られており、また、租税

条約の相手国の居住者となる場合には、国内法上課税対象となる場合でも、

租税条約により免税となる場合があることは、前節において述べたこところ

である(50)。 

 そこで、ここで確認した裁判例においても、今後問題となるところは、非

居住者になった後に株式等の譲渡を行った場合の課税についてであると考え

られる。そして、これは、①居住者・非居住者の判定方法がこのままでよい

のかという問題と②非居住者となった後に発生する株式等の譲渡による所得

の課税方法についてこのままでよいのかという二つの側面を有していると考

えられることから、これらについて本稿で検討を行うものである。 

                                 
(49) 受贈者が日本国籍を有しないか、又は、贈与者若しくは受贈者が、贈与前５年以

内には日本は住所を有していなかった場合には、この改正後の制度の対象外となるこ

とから、国外財産の取得について課税対象とはならない。したがって、このような事

例については、改正後においても問題となり得る。 

(50) 第５節２。 
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第２章 我が国における個人納税者の出国時の所

得課税 

第１節 確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定

申告等 

１ 確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合 

確定所得申告書を提出すべき居住者が、その年の翌年１月１日から当該申

告書の提出期限までの間に出国をする場合には、その出国の時までに、当該

申告書を提出（所法 126①）するとともに、納税しなければならない（所法

130）。 

この規定は、総合課税の対象となる国内源泉所得を有している非居住者で、

確定申告書を提出すべき者についても準用される（所法 166）。 

ここで、所得税法上の「出国」とは、居住者については、納税管理人（通

法 117）の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることを

いい、非居住者については、この規定による納税管理人の届出をしないで国

内に居所を有しないこととなること(51)をいうとされていることから（所法２

①四十二）、納税管理人の届出をした場合には、「出国」には該当しないこと

となり、この場合には通常の確定申告期に申告と納税を行うこととなる。以

下、我が国の所得税法上の「出国」という場合には、同様である。 

２ 年の中途で出国をする場合の確定申告 

居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年１月１日か

                                 
(51) 国内に居所を有しない非居住者で所得税法第 164 第１項第１号から第３号までに

掲げる非居住者に該当するもの（国内に恒久的施設を有する非居住者）については、

これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなることとし、国内に居所を有

しない非居住者で同項第 4 号に掲げる非居住者（国内に恒久的施設を有しない非居住

者）に該当するものについては、国内において行う第 161 第２号（人的役務の提供事

業に係る対価）に規定する事業を廃止することをいう（所法２①四十二）。 
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らその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金

額について、確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、

その出国の時までに、その時の現況により申告書を提出（所法 127①）する

とともに、納税しなければならない（所法 130）。 

この規定は、総合課税の対象となる国内源泉所得を有している非居住者で、

確定申告書を提出すべき者についても準用される（所法 166）。 

３ 給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等（非居住者） 

分離課税（所法 169）の対象となる非居住者が国内において行う勤務に基

因する給与等（所法 161八イ又はハ）に該当する給与又は報酬の支払を受け

る場合において、当該給与又は報酬について、所得税の源泉徴収の対象とな

らないときは、その年の翌年３月 15日（同日前に国内に居所を有しないこと

となる場合(52)には、その有しないこととなる日）までに申告書を提出し、納

税しなければならない（所法 172）（資料３）。 

 なお、当該給与等が、居住者であつた期間に行った勤務その他の人的役務

の提供に基因するもの退職手当等（所法 161八ハ）に該当する場合には、退

職所得の選択課税(53)を受けることができる（所法 171、173）。 

第２節 納税管理人の意義と効果 

１ 納税管理人の意義 

納税者が国内に住所及び居所を有しないこととなる場合において、納税申

告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、

                                 
(52) ここでは、「居所を有しないこととなる場合」と規定されており、「出国」した場

合ではないので、納税管理人の届出をしたか否かは問わない。 

(53) 退職所得の選択課税は、その年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者とし

て受けたものとみなして、これに所得税法第 30 条（退職所得）及び同法第 89 条（税

率）の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課される

ことを選択することができるものである（所法 171）。 
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当該事項を処理させるため、国内に住所又は居所を有する者でその処理につ

き便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならないこととさ

れおり（通法 117①）、納税管理人を定めたときは、納税地の所轄税務署長に

届け出ることとされている（通法 117②）。 

納税管理人が行う「納税申告書の提出その他国税に関する事項」とは、次

に掲げる事項をいうこととされており（不服申立てに関する事項は含まれな

い。）、次に掲げる事項の一部だけの管理は認められないとされている（通基

通（徴）117－２）。 

① 国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成

及び提出 

② 税務署長等（その所属の職員を含む。）が発する書類の受領 

③ 国税の納付及び還付金等の受領 

２ 納税管理人選任の効果 

納税管理人を選任した場合には、前述のように日本を離れても所得税法上

の「出国」とはならない。 

また、納税管理人が選任されている場合の書類の送達先は、納税管理人の

住所又は居所となる（通法 12①）。 
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第３章 米国における個人納税者の所得課税 

第１節 米国の個人納税者の区分 

１ 個人納税者の区分 

 米国では個人の納税者は、米国市民（citizen）及び米国市民以外の外国人

（aliens)に分かれ、外国人は更に居住外国人（resident alien）と非居住外

国人(nonresident alien)とに区分される（内国歳入法 7701(b)）。 

２ 居住外国人 

居住外国人とは、次のいずれかに該当する者をいう（内国歳入法 7701(b)）。 

（１）米国の永住権を与えられた者（グリーン･カード保持者） 

（２）実質的滞在要件（Substantial presence test）を満たす者 

イ 原則 

次の二つの要件の両方を満たす場合には居住外国法人となる。 

(ｲ) その暦年に 31 日以上米国内に滞在したこと。 

(ﾛ) 以下の三つの合計が 183日以上あること。 

Ａ その年の滞在日数 

Ｂ その年の前年の滞在日数の３分の１の日数 

Ｃ その年の前々年の滞在日数の６分の１の日数 

ロ 例外 

その年の２分の１以上を米国に滞在せず、より密接な関係が外国にあ

った者の例外として、次の二つの要件の両方を満たす場合には、実質的

滞在要件を満たす者とは扱わない。 

(ｲ) その年に 183日以上米国に滞在しないこと。 

(ﾛ) タックス・ホーム（tax home(54)）が外国にあり、より密接な関係が

                                 
(54) 「tax home」は、その個人の通常の又は主要な事業の場所にあるとされ、それが

ない場合には、真実・実質的な意味での居住の場所とされている（内国歳入法規則
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外国にあること。 

３ 非居住外国人 

 居住外国人以外の外国人は、非居住外国人となる。 

第２節 米国の課税所得の範囲 

１ 米国市民 

米国市民は、すべての所得（国内源泉所得及び国外源泉所得）が課税対象

となる（内国歳入法 61）。これは、米国市民が国内に居住しているか、国外

に居住しているかは問わず、米国市民権を有していることによって全世界所

得を課税する制度であり、市民課税(55)といわれる。 

２ 居住外国人 

居住外国人は、米国市民と同様に、すべての所得が課税対象となる（内国

歳入法規則 1.871－１）。 

３ 非居住外国人 

非居住外国人は、米国源泉所得及び米国の事業に実質的に関連を有する所

得が課税対象となる（内国歳入法 871）。米国の事業に実質的に関連を有しな

い米国の国内源泉所得は、原則としてグロスの収入金額に対して 30％の税率

による課税となるが（同法 871(a)(1)）、米国の事業に実質的に関連を有する

所得は、ネットの課税所得金額に対して累進税率の対象となる（同法 871(b)、

873(a)）。 

                                                                      
301.7701(b)-2(c)(1)）。 

(55) Paul N. Singer（2008）,“A Common-Sense Solution for Taxing U.S. Citizens 

and Immigrants Abroad”Tax Notes International Vol.52, No.7, p.555 では、現在、

市民課税を行っているのは米国とEritrea であり、フィリピンは市民課税を 1997年に

廃止したことが紹介されている。 
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第４章 米国における個人納税者の出国時の課税

等 

第１節 出国許可制度(56) 

１ 概要 

米国を出国する前に、すべての外国人（後掲「７ 出国許可を要しない外

国人」に掲げられている外国人を除く。）は、納税義務履行の証明書を入手し

なければならない（内国歳入法 6851、同規則 1.6851－１～1.6851－３）。こ

の書類は、出国許可（Sailing or departing Permit）として一般的に知られ

ているもので、出国前に提出しなければならない所得税の申告書の一部であ

る。出国許可は、Form 1040-C 又は Form 2063 を地元の米国内国歳入庁

（Internal Revenue Service、以下「ＩＲＳ」という。）の事務所へ提出した

後に受け取ることとなる。 

Form 1040-C に記載される納付すべき税額及び過去の納付すべき税額は、

すべてを支払わなければならない。 

出国許可は出国しようとする前の少なくとも２週間前に出国許可を入手し

なければならないが、出国予定の 30日よりも早く申請することはできない。 

２ 提出すべき様式 

出国許可を入手する必要がある場合には、Form 2063 又は Form 1040-C を

提出しなければならない。いずれの様式にも“certificate of compliance”

                                 
(56) ＩＲＳ(2009),“Departing Aliens and the Sailing or Departing Permit”, U.S. 

Tax Guide for Aliens 2008(Publication519), pp.57-59 

(http://www.irs.gov/irs-pdf/p519.pdf、Visited Jul. 30, 2009) を参考にまとめた。

また、67.9“RETURNS AND SALING PERMITS”and 111A.3“TERMINATION AND JEOPARDY 

ASSESMENS”in Boris I Bittker and Lawrence Lokken, Federal Taxation of Income, 
Estate and Gifts, FTXIEG of Westlaw International (Online visited Oct. 21, 2009) 
も参考とした。 
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の欄がある。 

（１）Form 2063（資料４） 

イ Form 2063 を提出する者 

この様式は一定の情報を記載するもので、税金の計算を含んでいない

が、次の要件を満たす外国人は、Form 2063 を提出することにより出国

許可を入手することができる。 

① 居住外国人か非居住外国人かを問わず、その年の出国日までの間及

びその前の年に課税所得がなく、その年の所得税の申告期間が過ぎて

いなこと。 

② その年及びその前の年に課税所得を有する居住外国人で、その者の

出国が税の徴収の妨げとならないこと。しかしながら、所得税を回避

するために出国しようとするということを示す情報をＩＲＳが有して

いた場合には、Form 1040-C を提出しなければならない。 

③ いずれかの課税年度において所得税の申告書を提出していないか、

又は所得税を納付していない場合には、Form 2063 に基づく出国許可

が発行されるまでに申告書を提出し、所得税を納税しなければならな

い。 

④ Form 2063 から切り離された出国許可は、進行年分におけるすべて

の出国のために使用することができる。しかしながら、その後の出国

により所得税の徴収が困難となるとＩＲＳが判断する場合には、ＩＲ

Ｓはその後の出国についての出国許可を取り消すことができる。 

（２）Form 1040-C（資料５） 

イ Form 1040-C を提出する者 

出国許可を必要とし上記の Form 2063 を提出する者に該当しない場合

には、Form 1040-C を提出する必要がある。 

通常、Form 1040-C において、課税年度において出国までの間に受け

取った又は受け取ることが合理的に予測されるすべての所得を申告し

なければならず、それに対する税が支払われなければならない。Form 
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1040-C に記載される納付すべき税額を支払い、過去の年分に対するすべ

ての申告書を提出し、すべての税を支払えば、出国許可が入手できる。

しかしながら、一定の年分に対する税の支払に代えて、その支払を保証

するための担保の提供をＩＲＳが求める場合がある。 

ロ 米国への再入国 

米国に再入国する意思があり、出国は所得税の徴収を困難にするもの

ではないということを示す情報でＩＲＳが納得をするものをＩＲＳに

提供すれば、Form 1040-C を提出し、それに記載されている税を支払わ

ずに、出国許可を入手することができる、しかしながら、必要とされて

いたが未申告だったすべての申告書をそれまでに提出し、それらの申告

書に対応するすべての所得税を支払わなければならない。 

Form 1040-C には、出国する年において受け取った又は受け取ること

が合理的に予測されるすべての所得が申告されなければならない。この

Form 1040-C に基づいて発行される出国許可は、その進行年分のすべて

の出国に対して使用可能である。 

しかしながら、ＩＲＳは所得税の納税が困難となると判断する場合に

は、その後の出国について出国許可を取り消すことができる。 

ハ 夫婦合算申告 

出国する夫婦がともに非居住外国人の場合には、Form 1040-C の夫婦

合算申告を行うことはできない。しかしながら、夫婦ともに居住外国人

で、①夫婦ともに課税年度の通常の終了時には夫婦合算書を提出する要

件を満たしていると合理的に予測され、かつ、②その夫婦の課税年度が

同じ時期に終了する場合には、Form 1040-C を夫婦合算申告で行うこと

ができる。 

３ 手続のための書類等 

ＩＲＳは、ＩＲＳ事務所に所得及び米国滞在に関連する次の書類を持参す
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れば、出国許可はより迅速に入手できるとしている(57)。 

① パスポート及び外国人登録カード又はビザ 

② 過去２年間の米国所得税申告書の写し。米国での滞在が２年未満の場合

には、その期間に対応する所得税の申告書。 

③ 申告書に記載されている納付すべき所得税額の領収証。 

④ 申告上差し引かれている控除、事業上の経費、扶養控除等を証明する領

収書、銀行記録、支払済み小切手その他の書類。 

⑤ その進行年の１月１日からの賃金及び源泉徴収税を示す各雇用主からの

明細書。自営業者の場合には出国しようとする日までの収入と経費の明細

を持参しなければならない。 

⑥ その年及び前年の予定納税額の納付についての証ひょう 

⑦ 資本資産及び商品を含めて、動産又は不動産の売却から生じる収益又は

損失を示す書類 

⑧ 奨学金及び特別奨学金付与に関する書類 

⑨ 要求している特定の租税条約上の利益を享受する資格があることを示す

書類 

⑩ 航空券など米国からの出国日を証する書類 

⑪ 納税者番号を証する書類、例えば、社会保障カード又はＩＲＳが発行し

た CP 565 に記載されている個人納税識別番号(ITIN)(58)（資料６） 

（注）既婚者で夫婦共同財産制の州に居住している場合には、配偶者の分

の上記書類も持参する。これは、配偶者が出国許可を要するか否かと

は無関係である。 

                                 
(57) ＩＲＳ, supra note 56, at 58. 

(58) 個人納税識別番号(ITIN)はＩＲＳから発行される９桁の番号で、米国の税務上納

税者識別番号を必要とする者で社会保障番号を得る権利を有しない者が申請により取

得するものであり、連邦税の目的にのみ使用される 

（http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf、平成 21年 12月８日参照）。 
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４ 納税及び還付金の受領 

担保が提供される場合又はその出国が所得税の徴収を困難とするものでな

いとＩＲＳが考える場合を除いて、Form 1040-C に記載される納付すべき税

額を申告時にすべて支払わなければならない。また、過去における納税義務

についてもすべて果たさなければならない。 

Form 1040-C における税金の計算により、税金が過払いとなっている場合

には、申告時において支払うべき税金はない。しかしながら、ＩＲＳは出国

時に還付金の支払は行わない。 

還付金を受け取る者に該当する場合には、課税年度終了時に Form 1040NR

（資料７）又は Form 1040NR-EZ（資料８）のいずれかを提出しなければなら

ない。 

５ 支払の保証 

通常は、申告時に Form 1040-C に記載される納付すべき税額を支払わなけ

ればならない。しかしながら、過去の年分についてのすべての税を支払い、

Form 1040-C 又は前の年の申告書に記載される納付すべき税額の支払に代え

て、それらの申告書の提出期限が過ぎる前に、支払の保証を提供することが

できる。 

その保証は、納税額に支払日までの利子を加えた額としてＩＲＳによって

計算された納税額に相当するものでなければならない。保証の様式について

の情報は、ＩＲＳの事務所で入手できる。 

６ 米国の所得税の年次申告書の提出 

Form 1040-C は年次の米国所得税申告書ではない。そこで、Form 1040-C

が既に提出されている場合でも、所得税の申告書が法律に基づいて要求され

る場合には申告しなければならない。 

Form 1040-C によって支払われた税は、年次の米国所得税申告書における

その年の納税義務からの税額控除の対象となる。 
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７ 出国許可の入手を必要としない外国人 

次の（１）から（５）のいずれかに該当すれば、米国から出国前に出国許

可の入手は必要としない。 

（１）米国政府が公認した又は他の国のパスポートを所持している外国政府の

代表者、家族に同伴する従業員(59)。 

（２）国際機関又は外国政府の職員（上記１の非課税となる外交使節を除く。）

及びその家族で、①その公的な役務提供による報酬が米国の税法により非

課税となり、かつ、②米国源泉からその他の所得を得ていないこと。 

 ただし、上記（１）又は（２）に該当する外国人の場合で、移民国籍法

第 247(b)条により放棄をしたときは、出国許可を得なければばらない。 

（３）「F-1」、「F-2」、「H-3」、「H-4」、「J-1」、「J-2」、「Q」ビザ(60)で入国した外

国人の学生、職業訓練生、交換留学生（配偶者及び子供を含む。）で、これ

らのビザで米国滞在中に、次のもの以外には米国源泉所得はないこと。 

イ 交通費、生活費及び教育費のように米国での勉学及び訓練等の費用を

カバーするための手当、この勉学や訓練に関連するサービス又は食事及

び宿泊費 

ロ 米国市民権移民サービスから認可された雇用から生じる所得又は米国

の事業と実質的に関連がない預金から生じる利子所得 

（４）外国人学生（配偶者及び子供を含む。） 

                                 
(59) 出国する従業員が外国官パスポートを有しない者である場合には、出国許可が必

要である。それらの者は、所得税の納税義務の調査を受けることなく、それらの者の

氏名が「ホワイト・リスト」（外交使節の従業員リスト）にあること及びそれらの者が

米国の所得税の義務を負わず、また、予定された出国までの間も米国の所得税の義務

を負わないことを証する外交使節の長からの書を提示することにより、Form 2063 に基

づく出国許可を入手することができる。 

(60) 「F-1」：学生ビザ、「F-2」：F-1ビザの入国者に同行する家族ビザ、「H-3」：主に報

酬を伴う研修に参加するためのビザ、「H-4」：H ビザ（一時就労ビザ）の入国者に同行

する家族ビザ、「J-1」：交流訪問ビザ、「J-2」：Ｊ-1ビザの入国者に同行する家族ビザ、

「Q」：卓越能力者、スポーツ・芸術家・芸能人ビザ 

（http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-az.html（平成 21 年 12 月８日参照）

その他による。以下米国へのビザについて同じ。）。 
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「M-1」又は「M-2」ビザ(61)で入国した外国人の学生（配偶者及び子供を

含む。）で、これらのビザで米国滞在中に次のいずれかの所得以外には米国

源泉所得はないこと。 

イ 米国市民権移民サービスから認可された雇用から生じる所得 

ロ 米国の事業と実質的に関連がない預金から生じる利子所得 

（５）米国に短期間滞在する一定の外国人で、その課税年度において出国の日

までの間又はその前の課税年度において課税所得がない者(62)。これに該当

する外国人は以下のとおりである。 

イ 国防総省のスポンサーシップの下で訓練のために米国に入国した外国

人の訓練生が、正式な軍の移動命令により、米国を退去する場合 

ロ 「B-1」ビザ又は「B-1」ビザと「B-2」ビザ(63)の両方での商用ための

外国人訪問者で、その課税年度中、90日を超えて米国又は米国の属領に

滞在しない場合 

ハ 「B-2」ビザで観光ための外国人訪問者 

ニ 「C-1」ビザ(64)により米国又は米国の属領を通過する外国人等 

ホ 国境通過ＩＤカードで米国に入国する外国人又は、以下のいずれかに

該当するためにパスポート、ビザ及び国境通過ＩＤカードが不要な外国

人 

(ｲ) 観光のための訪問者 

(ﾛ) 米国又は米国の属領にその課税年度において 90 日を超えて滞在し

ない商用のための訪問者 

(ﾊ) 米国又は米国の属領をトランジットで通過する場合 

(ﾆ) カナダ又はメキシコの居住者でその国と米国間を雇用に係る通勤

のため通過し、その賃金は米国の税の源泉徴収の対象となっているこ

                                 
(61) 「M-1」：専門学校生ビザ、「M-2」：M-1ビザの入国者に同行する家族ビザ。 

(62) 課税所得を得ており、出国により税の徴収が危うくなると内国歳入庁が判断する

に足る理由がある場合には、出国許可を必要とする場合がある。 

(63) 「B-1」：商用（就労以外）ビザ、「B-2」：観光ビザ。 

(64) 「C-1」：通過ビザ。 
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と 

第２節 国籍離脱者・永住権放棄者に対する課税(65) 

１ 概要 

国籍離脱・永住権放棄に係る税（expatriation tax）(66)は、市民権を放棄

した米国市民及び在住許可を終了させた長期居住者に適用される（内国歳入

法 877、877Ａ、6039Ｇ、歳入手続 2008－66、Notice 97－16、Notice 2005

－36)。 

ここで、長期居住者とは、居住許可が終了する直前の 15年間において少な

くとも８年間米国の永住権を保持している者である。この８年間の要件の決

定に当たっては、条約上外国の居住者として扱われる年は含まれない。 

国籍離脱・永住権放棄に係る税制は、数次の改正が行われているが 2008

年改正法(67)により内国歳入法第 877Ａ条が創設されて現在に至っている。こ

の改正により、国籍離脱・永住権放棄に係る税は、次の三つの期間により異

なることとなった。 

                                 
(65) ＩＲＳ(2009), “How Income of Aliens is Taxed”, U.S. Tax Guide for Aliens 

2008 (Publication519), pp.18-25 （ http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf

（Visited Jul. 30, 2009））を参考にまとめた。また、66.1 “FORMER CITIZEN AND FORMER 

RESIDENT ALIENS WHO EXPATRIATED BEFORE JUNE 17, 2008[REVISED]” and 66.1A 

“MARK-TO-MARK RULE FOR U.S. CITIZENS AND LONG-TERM RESIDENTS EXPATRIATING AFTER 

JUNE 16, 2008[NEW]” in Boris I Bittker and Lawrence Lokken, Federal Taxation 
of Income, Estate and Gifts, FTXIEG of Westlaw International (Visited Oct. 21, 
2009)も参考とした。 

 米国の国籍離脱・永住権放棄に係る税に関する日本語の文献等として、前掲注(28)

のほか、伊藤公哉『アメリカ連邦税法〔第４版〕』572～573 頁（中央経済社、2009）、

大島襄『日本人・日本企業のためのアメリカ税金ハンドブック〔2009 年改訂版〕』18

～23 頁（ＴＫＣ出版、2009）、同 2006 年度版 18～23 頁（2006）、リチャード・Ｌ・ド

ンバーグ著、川端康之監訳『アメリカ国際租税法〔第３版〕』19～21頁（清文社、2001）

など。 

(66) 本稿では、原則として、「expatriation」を国籍離脱・永住権放棄、「expatriation 

tax」を国籍離脱・永住権放棄に係る税と訳している。 

(67) Heroes Earnings Assistance and Relief Tax Act of 2008、略称ＨＥＡＲＴ法。 
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① 2004 年６月３日以前の国籍離脱・永住権放棄 

② 2004 年６月４日から 2008 年６月 16日までの国籍離脱・永住権放棄 

③ 2008 年６月 17日以後の国籍離脱・永住権放棄 

２ 2004 年６月３日以前 

（１）要件 

2004 年６月３日以前に国籍離脱又は永住権放棄を行う場合で、その行為

の主な目的が米国の税の回避であれば、国籍離脱・永住権放棄のルールが

適用される。米国の税の回避のための国籍離脱・永住権放棄ではないとの

ルーリングをＩＲＳから受領しなければ、以下のいずれかの場合には、主

な目的が租税回避であると推定される。 

イ 永住権を放棄するため又は居住を終了させるための行為直前５年間の

平均の年間の所得税額が 100,000 ドル超 

ロ その行為日におけるネットの財産が 500,000 ドル以上 

国籍離脱又は永住権放棄の行為が 1977 年よりも後の場合には、これら

の金額はインフレ調整の対象となる（次表のとおり。）。 

 

2004 年６月４日前の国籍離脱・永住権放棄のインフレ調整 

国籍離脱・永住

権放棄の時期 

直前５年間の平均の年間

の所得税額が次の金額超

ネットの財産が

次の金額以上 

  1998 年     109,000 ドル   543,000 ドル

1999 110,000 552,000 

2000 112,000 562,000 

2001 116,000 580,000 

2002 120,000 599,000 

2003 122,000 608,000 

2004(６月前) 124,000 622,000 

（２）Form 8854（資料９）による報告義務 
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米国市民権を喪失した場合には、市民権喪失時に Form 8854 を領事館又

は連邦裁判所に提出しなければならない。また、長期居住を終了させた場

合には、居住終了に係る年の dual-status 申告書を提出する時に Form 8854

を内国歳入庁に提出しなければならない。 

永住権保持を止めるか又は他の国の居住者として取り扱われることとな

り条約の利益を放棄しない場合には、米国の居住は終了したものとされる。 

Form 8854 を提出しなかった場合には、国籍離脱・永住権放棄に係る税

の５％か 1,000 ドルのいずれか多い金額に相当するペナルティーを支払う

こととなる。ペナルティーは、10年間にわたり、この申告を行わない各年

において課される。申告書を提出しなかったことに合理的な理由があり、

意図的な怠慢ではないことを示せば、このペナルティーは課されない。 

（３）国籍離脱・永住権放棄に係る税の計算 

国籍離脱・永住権放棄に係る税の計算は、2004 年６月４日から 2008 年

６月 16日までの間の場合（下記３（６））と同様の方法で計算される。 

３ 2004 年６月４日から 2008 年６月 16日まで 

（１）要件 

2004 年６月４日から 2008 年６月 16日までの間の国籍離脱・永住権放棄

の場合には、以下のいずれかに該当すれば国籍離脱・永住権放棄のルール

が適用される。 

イ 国籍離脱・永住権放棄了前の５年間における年間の平均のネットの所

得が、それぞれ次の金額を超える場合 

(ｲ) 2004 年の国籍離脱・永住権放棄：124,000 ドル 

(ﾛ) 2005 年の国籍離脱・永住権放棄：127,000 ドル 

(ﾊ) 2006 年の国籍離脱・永住権放棄：131,000 ドル 

(ﾆ) 2007 年の国籍離脱・永住権放棄：136,000 ドル 

(ﾎ) 2008 年の国籍離脱・永住権放棄：139,000 ドル 

ロ 国籍離脱又は永住権放棄におけるネットの財産が 200万ドル以上であ
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ること。 

ハ 国籍離脱又は永住権放棄の日以前５年間の米国連邦税の納税義務を果

たしていることを Form 8854 に基づいて宣誓証明していないこと。 

（２）一定の二重国籍者と一定の未成年者の例外 

一定の二重国籍者(68)と一定の未成年者(69)は、上記（１）のイ又はロに該当

した場合でも、国籍離脱・永住権放棄に係る税の対象とはならないが、上

記（１）のハの証明書は提供しなければならない。 

（３）米国滞在の税効果 

上記ロの一定の二重国籍者及び一定の未成年者の例外に該当しない場合

には、次のルールが適用され、そのような場合には、その国籍離脱・永住

権放棄ルールが適用される。 

その年に終了する暦年に 30 日超米国に物理的に滞在する場合には、その

10 年間のいかなる課税年度においても国籍離脱・永住権放棄に係る税は適

用されない。その代わりに、米国市民又は米国居住者として扱われ、その

課税年度において全世界所得に課税される。 

暦年において滞在日数をカウントする時は、その日のうちいかなる時間

滞在しても、米国に物理的に滞在したものとしてカウントする。しかしな

がら、次のいずれかに該当する場合には、本人とは無関係な雇用主(70)のた

                                 
(68) 次の要件のすべてを満たす二重国籍者 

① 生誕時に米国及び他の国の市民であり、継続して他の国の市民であること。 

② 米国の居住外国人ではなかったこと。 

③ 米国のパスポートを保有していなかったこと。 

④ 米国市民の喪失前 10暦年のうちのいずれの１暦年においても30日を超えて米国 

 に滞在しなかったこと。 

(69) 次の要件のすべてを満たす未成年者 

① 生誕時に米国の市民となったこと。 

② 生誕時に両親のいずれも米国市民ではなかったこと。 

③ 18.5歳より前に国籍離脱・永住権放棄したこと。 

④ 国籍離脱・永住権放棄前の10暦年のうちのいずれの１暦年においても 30日を超 

 えて米国に滞在しなかったこと。 

(70) 米国におけるその者の雇用主が次のいずれかに該当すれば、その雇用主はその者

と関係があることとになる。米国滞在中にその雇用主のために役務提供を行った日数

については、米国に滞在した日数としてカウントしなければならない。 
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めに米国において役務提供を行った日はカウントしない（30 日を限度とす

る。）。 

イ 他の国との結付きがあること。次の場合には、他の国との結付きがあ

るものとする。 

(ｲ) 国籍離脱又は永住権終了の後、合理的な期間内に、本人、配偶者又

は両親のうちのいずれかが生まれた国の市民又は居住者となり、かつ、 

(ﾛ)その国において所得税の無制限納税義務者となったこと。 

ロ 国籍離脱又は永住権放棄前の 10 年間の各年において、30 日以内、米

国に滞在したこと。 

 課税対象とならない期間又は米国滞在中に生じた医学的な状況により

出国が不可能であった期間は、カウントしない。 

（４）国籍離脱・永住権放棄の日 

米国の課税ルール上、国籍離脱又は永住権放棄の日とは、次の行為を行

った日のうちいずれか遅い日である。 

イ 国務省又は国家安全保障省（いずれか適当な方）に国籍離脱又は永住

権放棄を通知した日 

ロ 様式の説明に従って Form 8854 を提出した日 

（５）Form 8854 による報告義務 

国籍離脱・永住権放棄に係る税が適用される場合には、米国の納税義務

を負わないときでも、国籍離脱・永住権放棄後の 10年間にわたり、毎年、

Form 8854 を提出しなければならない。 

 課税年度において Form 8854 を提出しなかった場合、その様式に必要と

されるすべての情報を記載しなかった場合又は誤った情報を記載した場合

                                                                      
① 家族の一員。これには、兄弟・姉妹、異父（異母）兄弟・姉妹、祖先（両親、祖 

 父母等）、直系の子孫（子、孫等）のみ含まれる。 

② 出資持分又は利益持分の 50％超を直接又は間接に保有しているパートナーシップ。 

③ 発行済み株式の 50％超を直接又は間接に保有している法人。 

④ 課税対象とならない慈善的又は教育的機関で、その者、その者の家族の一員によ 

 り何らかの方法により直接的又は間接的にコントロール（そのコントロールが合法 

 的な実施されるものかどうかを問わない。）されているもの。 
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には、10,000 ドルのペナルティーを支払う必要がある。その誤りに合理的

な理由があり、意図的な怠慢ではないことを示せば、このペナルティーを

支払う必要はない。 

（６）国籍離脱・永住権放棄に係る税の計算（2008 年６月 16 日までの場合） 

国籍離脱・永住権放棄に係る税が適用される場合には、国籍離脱・永住

権放棄後 10 年間にわたり、原則として米国源泉(71)のネットベースの総所

得及び利得が、個人の累進税の課税対象となる。ただし、米国事業に関連

しない所得に対して 30％のより高率の税の対象となる場合を除く(72)。 

ここで、米国源泉総所得には、次の売却又は交換から生じる値上り益が含

まれる。 

イ 米国内にある資産（株式又は債務を除く。） 

ロ 米国の内国法人によって発行された株式 

ハ 米国人又は米国、州若しくはその行政区又はコロンビア特別区の債務 

 また、米国源泉所得には、国籍離脱・永住権放棄前２年間のいずれかに

おいてその者が次の 50％超を所有していた又は所有していたとされる一

定の支配外国法人の株式から生じる所得又は値上り益が含まれる。 

イ その法人のすべてのクラスの株式の議決権の合計 

ロ 株式の総額 

所得又は値上り益は、国籍離脱・永住権放棄の日の前までに、かつ、前

述の所有要件を満たしていた期間に稼得された又は蓄積された所得又は利

益のうちのその者の持分の範囲内に限り米国源泉所得とされる。 

 いかなる資産の交換も交換日の時価で売却されたものと取り扱われ、い

                                 
(71) 累進税を適用する際には、非居住者の課税対象となる通常の国内源泉所得（内国

歳入法872(a)）が修正され、より広い範囲の所得に対して課税される（同法877(b)(1)、

(d)）。 

(72) つまり、拡大された国内源泉所得に対するネット･ベースでの累進税率による課税

と通常の非居住者に対する課税（内国歳入法 871）を比較して、いずれか大きい方が課

税対象となる（同法 877(a)）。 



60 

かなる利得もその交換の課税年度の米国源泉総所得として扱われる(73)。た

だし、Notice 97-19 の下で値上り益の認識の合意がされている場合は別で

ある。 

（７）税務申告 

国籍離脱・永住権放棄に係る税の対象となる場合には、国籍離脱・永住

権放棄の後 10年間、毎年、Form 1040NR を提出しなければならない。 

Form 1040NR にはカテゴリー（配当、利子等）ごとに、米国源泉、外国

源泉のすべての項目を、米国での課税の有無にかかわらず、明細書を添付

しなければならない。 

米国の納税義務がある年において、記載済みの明細書を添付しない場合

には、真実で正確な申告書を提出したことにはならない。 

４ 2008 年６月 17日以後 

（１）要件 

2008 年６月 17 日以後に国籍離脱・永住権放棄をした場合には、次のい

ずれかの条件に該当すれば、国籍離脱・永住権放棄のルールが適用される。 

イ 国籍離脱又は永住権放棄の日の直前５年間の平均の年間の所得税額が

139,000 ドル超(国籍離脱又は永住権放棄が 2009 年１月１日より前の場

合)であること。 

ロ 国籍離脱又永住権放棄日におけるネットの財産が 200万ドル以上であ

ること。 

ハ 国籍離脱又は永住権放棄の日以前５年間の米国連邦税の納税義務を果

たしていることを Form 8854 に基づいて宣誓証明していないこと。 

（２）一定の二重国籍者と一定の未成年者の例外 

                                 
(73) 内国歳入法第 877 条(d)(2)。また、特別ルールが適用され、国籍離脱・永住権放

棄の 5年前から国籍離脱・永住権放棄後 10年までの間に、値上りしている有形動産を

米国内から国外への移動を行った場合にその合計額が 250,000 ドルを超えるときは、

ここでいう資産の交換として取り扱われる（内国歳入法877(d)(2)(E)、Notice 97-19）。 
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一定の二重国籍者(74)と一定の未成年者(75)は、上記イの(ｲ)又は(ﾛ)に該当

した場合でも、国籍離脱・永住権放棄のルールの対象とはならないが、上

記（１）ハの証明書は提供しなければならない。 

（３）国籍離脱・永住権放棄の日 

国籍離脱又は永住権放棄の日は、米国市民権を放棄した日（元市民の場

合）又は長期居住者を終了した日（元米国居住者の場合）である。 

イ 元米国市民 

次の日のいずれか早い日に米国市民権を放棄したものとされる。 

① 米国の外交官又は領事官の面前で米国市民権を放棄する日（その自

発的な放棄は、国籍の喪失証明書の発行により後に確認されることを

条件とする。） 

② 国籍離脱行為の遂行を確認する自発的な米国籍の放棄の署名済文

書を国務省へ提出する日（その自発的な放棄は、国籍の喪失証明書の

発行により後に確認されることを条件とする。） 

③ 国務省が国籍喪失証明書を発行する日 

④ 米国の裁判所が国籍証明を取り消す日 

ロ 元長期居住者 

次の日に長期居住者の終了があったものとされる。 

① 米国領事官又は入国管理官とともに国家安全保障省に Form I-407

（資料 10）により永住権放棄を自主的に行い、国家安全保障省が実際

に永住権放棄したと判断する日 

                                 
(74) 次の要件の両方を満たす二重国籍者 

① 生誕時に米国及び他の国の市民で、継続して他の国の市民であり、その他の国の 

 居住者として課税されていること。 

② 国籍離脱・永住権放棄の前15課税年度において 10年を超えて米国の居住者では 

 なかったこと。米国の居住者の決定においては、実質的滞在要件（本稿第３章第１ 

 節１(2)）を使用すること。 

(75) 次の要件の両方を満たす未成年者 

① 18.5歳より前に国籍離脱・永住権放棄したこと。 

② 国籍離脱・永住権放棄の前において10年を超えて米国の居住者ではなかったこと。 
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② 移民国籍法に基づき米国からの退去についての 終的な行政命令

を受け、その命令の結果として実際に米国を離れた日 

③ 米国と米国が所得税租税条約を締結している他の国との双方居住

者である場合には、その国の居住者として扱われ始め、かつ、本人自

身もそのように判断して、条約上、条約締結国籍離脱者の居住者であ

るとして、Form 8833（資料 11）及び Form 8854 によりＩＲＳへ通知

する日 

（４）国籍離脱・永住権放棄に係る税の計算 

イ 原則 

国籍離脱・永住権放棄があった場合には、国籍離脱・永住権放棄する

前の日の時価により財産が売却されたものとして、その財産のネットの

未実現の値上り益（損失）に対して所得税が課税される(76)（時価評価）。

これは、国籍離脱・永住権放棄の日において所有していた資産持分のほ

とんどの形態に対して適用になる。 

みなし売却から生じる値上り益はみなし売却の課税年度に算入され、

みなし売却から生じる損失はみなし売却の課税年度に算入されなけれ

ばならない。米国内国歳入法に規定される範囲内で算入するが、内国歳

入法第 1,091 条（株式及び証券の買換えについての控除の否認に関して）

は適用されない。所得に含めるべきネットの値上り益から 600,000 ドル

まで控除される（ゼロを限度）。 

ロ 例外 

時価評価税は、以下には適用しない。 

① 適格繰延べ報酬項目 

② 不適格繰延べ報酬項目 

③ nongrantor trusts に対する持分 

④ 特定の租税繰延勘定 

                                 
(76) この課税については、本稿第５章第１節３の「一般出国税」方式に分類されると

考えられる。 
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 ここで、①及び③は、源泉徴収の対象となる場合がある。②の場合に

は、国籍離脱・永住権放棄の前日において発生している利益の現在価値

を受け取ったものと扱われる。④の場合には、国籍離脱・永住権放棄の

前日においてその勘定に有している全部の持分の分配を受けたものと

扱われる。 

（５）国籍離脱・永住権放棄の納税申告 

時価評価税の対象となる場合には、Form 1040（資料 12）又は Form 1040NR 

(Form 1040 を付属明明細書とする。)を提出し、Form 8854（国籍離脱・永

住権放棄情報明細書）を添付しなければならない。 

（６）時価評価税の繰延べ 

資産のみなし売却に対して課税される時価評価税の支払の繰延べの選択

（取消不能）をすることができる。この選択をした場合には次のルールが

適用される。 

① この選択は財産ごとに行うことができる。 

② 特定の資産に帰属する繰延べ税額は、その資産を処分した年の申告

において支払義務が生じる。 

③ その税が繰り延べられた期間の利子が付される。 

④ 繰り延べた税の納期期限は、死亡に係る申告期限又はその資産に対

して提供された担保が十分でなくなる時のいずれか早い日を過ぎるこ

とはできない。 

⑤ Form 8854 に基づき選択をする。 

⑥ ＩＲＳが将来制定するルールの下で十分な担保（例：債券）を提供

しなければならない。 

⑦ この時価評価税の課税又は徴収の妨げとなる米国とのいかなる租

税条約上のいかなる権利も放棄（取消不能）をしなければならない。 

５ 租税条約による対応 

 2006 年米国モデル租税条約の第１条（一般的範囲）の第４項で、「この条
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約は、５の場合を除くほか、第４条（居住者）の規定に基づき一方の締約国

の居住者とされる者に対する当該一方の締約国の課税及び一方の締約国の市

民に対する当該一方の締約国の課税に影響を及ぼすものではない。この条約

の他の規定にかかわらず、一方の締約国の市民であった個人又は一方の締約

国において長期居住者とされた個人に対しては、その地位を喪失した時から

10 年間、当該一方の締約国において、当該一方の締約国の法令に従って租税

を課することができる(77)。」と規定している。 

 これについて、2006 年米国モデル租税条約の Technical Explanation では、

この第４項は、内国歳入法第 877 条の元市民及び元米国長期居住者に対する

米国の課税を認めたものである旨、説明されている(78)。また、これに関して、

長期居住者とは、米国においては市民以外の永住権を有する個人で過去 15

課税年度のうち少なくとも８課税年米国に居住した者であるとしているが、

この個人が米国と外国との条約の規定に基づきその外国の居住者として扱わ

れ、その個人が外国の居住者に対しする条約上の利益を放棄しない場合には、

永住権保持者とはされないと説明されている。 

 なお、日米租税条約でも第１条第４項で、同様の規定が置かれている。 

                                 
(77) 日本語訳は、横浜国際租税法研究会「2006 年アメリカ合衆国モデル租税条約」租

税研究 718号 271頁（2009）。原文は、http://www.irs.gov/pub/irs-trty/model006.pdf 

（平成 21年８月 24日参照）。 

(78) http://www.irs.gov/pub/irs-trty/temodel006.pdf（平成 21 年８月 24 日参照）

４頁。 
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第５章 主要国における個人納税者の出国時の課

税等 

 主要国における出国に係る税については、International Fiscal Association

（以下「ＩＦＡ」という。）の 2002 年のオセロ会議における報告書(79)（以下「Ｉ

ＦＡ報告書」という。）をベースにし、その内容をまとめたものを以下に記載す

る。 

第１節 出国者への課税（出国側の国での課税）(80) 

１ 出国に係る税の導入 

出国という行為を課税機会ととらえて、すべてのあるいは一定の資産につ

いて、譲渡をしたものとみなす国もあり、発生している所得を出国により課

税上実現したものとして、すべてのあるいは一定の資産について時価評価し、

課税所得に算入する制度を採用している国がある。 

出国する側で課税する出国に係る税については、大別して、①「出国税(81)」

                                 
(79) ＩＦＡ(International Fiscal Association) (2002), Tax treatment of transfer 
of residence by individuals:56th Congress of International Fiscal Association 
(Cahiers de droit Fiscal International Vol.87b), luwer Law International. Ｉ
ＦＡの 26か国の支部（アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カ

ナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、インド

ネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、メキシコ、ニュー・ジ

ーランド、ノルウェー、オランダ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国）

が議題についての報告書を提出している。本報告書は、「Ⅰ General Report」及び「Ⅱ 

IFA Branch Reports」から成っているが、「第６」の内容は、主に「Ⅰ General Report」

の中の Prof. Luc de Broe のレポート（23 ～78頁）を基にしており、必要に応じて「Ⅱ 

IFA Branch Reports」（97 ～624頁）を参照している。 

 なお、出国に係る税について論じているものとして、本庄資『国際的脱税・租税回

避防止策』303 頁以下（大蔵財務協会、2004）、大橋智哉「個人の移動による国際的二

重課税の調整に関する一考察－株式に対するみなし譲渡課税（出国税）を中心に－」

税研 20巻２号 75頁以下（2004）。 

(80) Luc de Broe, ＩＦＡ supra note 79, at 23-54. 

(81) 本稿では「Exit tax」を出国税と訳している。 
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（「一般出国税」及び「制限出国税」）方式、②「拡大した納税義務」（「無制

限な拡大した納税義務」及び「限定的な拡大した納税義務」）方式及び③「経

費又は繰延べの取戻し」方式に分けられる。 

なお、多くの国において、また、2002 年のＩＦＡのオスロ会議の際に報告

した国の中ではその約３分の１の国（アルゼンチン、ブラジル、ハンガリー、

イスラエル、インド、インドネシア、日本、韓国、メキシコ及びスイス）が、

出国に係る税を採用していない。 

２ 早期納税制度（出国に係る税以外） 

出国者の納税義務に関して未払いをなくす観点から、いくつかの国では、

出国に係る税とは別に、「出国時の納税」制度が導入されている。米国、オー

ストラリア、インド、韓国、ノルウェー、日本(82)（納税管理人を選任しない

場合）及びスイス（例：ジュネーヴ州）は、課税時期を早めて、出国時に出

国年のすべての納税義務に基づく税額の支払を求める。これを支払うことに

より、出国時に提示を求められる可能性のある納税証明が発行される。 

３ 「一般出国税」（General exit taxes）方式 

「一般出国税」方式は、カナダ（1972 年、導入した年、以下同じ。）及び

オーストラリア（1985 年）で導入された(83)。 

カナダの一般出国税は、カナダの居住者が他の国の居住者となる際に適用

される。この場合の他の国の居住者とは、国内法上はカナダ居住者でも、租

税条約上の双方居住者の振分けにより、相手国の居住者となる場合を含む。 

一定の財産を除き、出国時に出国時の市場価額で処分したものとみなして

課税となるが、除かれる一定の財産とは、出国して非居住者となった後も、

カナダで課税対象となるもので、カナダにある不動産、カナダにおける事業

                                 
(82) 本稿第２章第１節。 

(83) このほか、本稿第４章第２節４で説明した米国の 2008 年６月 17 日以後の国籍離

脱・永住権放棄に係る時価評価税は、ここでいう「一般出国税」方式に分類されると

考えられる。 
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で使用されていた資本資産などである。この出国税の期限は、出国した翌年

の４月 30日である。しかしながら、適切な担保を提供することにより、出国

税の支払をその財産を実際に譲渡した時までに利息を付されることなく繰り

延べることを選択することができる。 

オーストラリアは、カナダの制度に沿っているが、いくつか異なる点があ

る。出国時に出国税を支払う代わりに、下記６で述べる「限定的な拡大した

納税義務」方式についてのルールを選択することが可能で、この場合、出国

税の支払の繰延べは、実際の資産の実現（譲渡）まで行われる。この選択は、

出国税の対象となるすべての資産について行わなければならないが、カナダ

と異なり、担保は不要である。この選択の結果、出国後に実現した譲渡所得

がすべてオーストラリアの課税対象となる。これは、租税条約の下での課税

権を留保しているオーストラリアの租税政策と合致する。 

オーストラリアに再入国した場合、出国税の対象となった資産がオースト

ラリア国内に持ち込まれているときには、取得価額の引上げ（step-up）が受

けられる。 

４ 「制限出国税」（Limited exit taxes）方式 

「制限出国税」方式は、株式及び証券に対して、居住地の移転の際に市場

価額で譲渡したものとみなして課税するものである。 

ドイツ（1972 年）、デンマーク（1987 年）、ニュー・ジーランド（1988 年）、

米国（1992 年）、オーストリア（1994 年）、オランダ（1997 年）及びフラン

ス（1998 年）が、一定の株式及び証券に対して制限出国税を課している(84)。 

                                 
(84) ノルウェーでは、2007 年から、個人が出国する場合に個人が有している株式の値

上り益についての出国税が導入され、また、2009 年から、資産・負債がノルウェーの

課税管轄権を離脱する場合の出国税が導入された（Frederik Zimmer (2009),“Exit Tax 

in Norway” World Tax Journal Vol.1, No.1, pp.115-148、International Business 

Publications, USA(2010), Norway Tax Guide Volume 1 Strategic and Practical 
Information and Regulations, pp.102-103.）。ノルウェーの個人の株式の値上り益に

ついての出国税制度は参考となる特徴があり、これについては、本稿第７章第２節３

で言及する。 
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 ドイツ、デンマーク、オーストリア、ニュー・ジーランド及びフランスに

ついては、株式への制限出国税導入を正当化する理由は同じであり、これら

の国は株式の譲渡所得の課税権に関して、国内法又は二重課税防止条約（以

下「租税条約」という。）により、株主の居住地国に対しては放棄しているか

らである。 

 出国税は、居住地の移転により生じるが、オランダ、ドイツ及びデンマー

クは、租税条約の規定に基づく双方居住者の振分けにより、非居住者となっ

た個人に対しても出国税を適用する。 

オーストリアの国内法は、独自の方式により出国税を課税できる場合を規

定しており、出国税は、「オーストリアが他の国との関係で課税権を失った」

場合に課税できるとしている。例えば、オーストリアは、国内法により、非

居住者がオーストリア法人の株式を有している場合には、その非居住者につ

いての課税権を留保しているため、租税条約を締結していない国へ居住地が

移転した場合には、出国税は課税されないこととなる。納税者がオーストリ

アとの租税条約の締結国へ居住地を移転した場合でも、租税条約が、国連モ

デル条約第 13条（５）のような実質的な株式保有の規定あるいは、取戻規定

により出国後の元居住者に対する出国側の国が何年間にもわたり課税できる

ことを許容している場合には、国内法の文言通りの結果からすると、オース

トリアは出国税を課税することはできない。 

ドイツ、デンマーク、オランダ及びフランスは、長期居住者（５年から 10

年まで）に対して出国税を課する。通常は、非居住者は出国税の影響を受け

ないが、オーストリアのルールは特徴的で、オーストリアと租税条約を締結

していない国に居住しているオーストリアの非居住者が、オーストリア法人

の株式を有していて、その者が租税条約により課税対象とならない国へ居住

地を移転した場合には、出国税の対象となる。 

ドイツでは、出国時に出国税を支払うこととなるが、５年間にわたって支

払われ、残りの元本に利子が付され、担保が求められる。また、５年以内に

ドイツの居住者となった場合には、その税は戻される。 
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デンマークは、株式の譲渡又は株主の死亡のいずれか早い日まで、適切な

担保を条件として支払の繰延べが認められる（利子が付される。）。 

オランダは、十分な担保提供を条件として、無利子で 10年間にわたり課税

を留保するが、その 10 年間の間に株式が譲渡される、又は法人が清算される

などの場合には、課税される。 

米国では、国籍離脱・永住権放棄前５年から国籍離脱・永住権放棄後 10

年までの間に、値上りしている有形動産を米国内から国外への移動を行った

場合には、市場価額で売却したものとして出国税の対象となる(85)。 

５ 「無制限な拡大した納税義務」（Unlimited extended tax liability）方式 

「無制限な拡大した納税義務」方式、は出国者が引き続き元の居住地国の

居住者とみなされ、全世界所得が課税されるものである。 

スウェーデン、フィンランド及びノルウェー(86)は元の居住者である市民

（スウェーデン及びノルウェーは国民以外も含む。）について、出国した国と

のすべての実質的なつながりを終了させたということを示さない限り、移動

先の国の税体制にかかわらず、引き続き居住者とみなす無制限な拡大した納

税義務の制度を有している。このルールは、出国後の一定の限られた期間（３

年から５年）に適用される。デンマークは、1970 年からこのような制度を有

していたが、1995 年に廃止した。 

国内法による無制限な拡大した納税義務は、出国側の国と入国側の国の間

の租税条約が、出国側の国にそのような課税を明確に認めるのでなければ、

租税条約締結国内の出国者に有効に課税することはできない。 

 スペイン（1991 年）及びイタリア（1999 年）は、「ブラック・リスト」ア

プローチにより、タックス・ヘイブン国へ移動する市民に対する無制限な拡

大した納税義務を導入した。 

                                 
(85) 前掲注(73) のとおり。 

(86) ノルウェーは、10 年以上居住者であった個人について、国外へ移動後も３年間は

居住者とする制度を導入した（Frederik Zimmer, supra note 84, at 118）。 
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スペインでは、出国後４年間適用される。イタリアでは適用年限はないが、

海外での居住事実を示すことによりその国での実質的な居住地を証明するこ

とが認められている。 

６ 「限定的な拡大した納税義務(87)」（Limited extended tax liability）方

式 

「限定的な拡大した納税義務」方式は、出国した国の国内源泉所得に対し

て非居住者として課税されるものであるが、通常の非居住者課税とは異なり、

何年間にもわたり、拡大された源泉規定により課税される。 

まず、米国(88)（1996 年）、ドイツ（1972 年）、オーストラリア（1985 年）、

英国（1998 年）及びニュー・ジーランド（1988 年）が採用した。 

ドイツでは、長期居住者（10年のうち５年）である市民が、低税率国へ居

住地を移動した場合に適用される。非居住者として課税されるが、拡大した

特別な源泉規定に基づき、10年間に渡り課税される。租税条約は、どのよう

な状況の下に非居住者に対してドイツが課税できるか定めているが、この制

度における納税義務は、租税条約を締結していない低税率国との関係におい

て典型的に適用されることとなる。 

オーストラリアは、前述したように、限定的な拡大した納税義務は、一般

出国税の代替となっている。一般出国税の代わりに限定的な拡大した納税義

務を選択した場合には、その資産は、「オーストラリアと必要な関連を有する

もの」として分類され、オーストラリアの課税管轄の対象となる非居住者の

資産となる。 

次に、ノルウェー（1992 年）とスウェーデン（1983 年）では、それぞれの

                                 
(87) 「Trailing tax」（追掛課税、後追い税）として分類する例もある。Sanford H. 

Goldberg, etc. (2000), “Taxation Caused by or After a Change in Residence (Part 

Ⅰ)” Tax Notes International, Vol.21, No.6, p.649. Marjaana Helminen,ＩＦＡ 

supra note 79, at 234、本庄・前掲注（79）303頁以下。 

(88) 本稿第４章第２節の２及び３で説明した米国の 2008 年６月 16 日以前の国籍離

脱・永住権放棄に係る制度がこれに該当する。 
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国の法人に関連する株式及び証券について限定的な拡大した納税義務の制度

を有している。この制度の目的は、株主が居住者であった期間に生じた潜在

的な税の獲得及び居住地の移転による租税回避の防止である。内国法人の株

主に対して課税する限定的な出国税は、出国前の値上り益に課税が限定され

ることになるが、両国はこれに代えて、限定的な拡大した納税義務を選択し

た。結果として、両国は、出国者に対して無制限納税義務が終了した後、何

年にもわたり（ノルウェー：５年間、スウェーデン：10 年間）、課税するこ

とができることとなる。これは元の居住者が出国の前と後に生じた譲渡所得

に課税できることを意味する。 

また、両国は、出国後に取得した株式についても課税する。このような拡

大した納税義務は、ＯＥＣＤモデル租税条約第 13 条（４）(89)では認められ

ていないことから、両国はＯＥＣＤモデル租税条約から外れて、元の居住者

に対して両国が譲渡所得税を課税できることを認める数多くの租税条約を有

している(90)。 

                                 
(89) 2003 年の改正前の第 13 条（４）（その他の譲渡所得の居住地国課税）を指す。以

下同じ。 

(90) スウェーデンは、ＯＥＣＤモデル租税条約第 13条（譲渡収益に対する課税）に留

保を付しており、「スウェーデンは、スウェーデン法人の株式その他の権益の譲渡から

生ずる収益に対して租税を課する権利を留保する。」としている（13条コメンタリーパ

ラ 39、川端康之監訳『ＯＥＣＤモデル租税条約〔2008 年版〕』209頁（日本租税研究協

会、2009）。英文は、OECD(2008),“Model Tax Convention on Income and on Capital, 

Condensed Version 17 July 2008”, p.207. また、米国とスウェーデンとの租税条約

第 13 条第７項（譲渡所得）では、「スウェーデンの居住者であった個人が米国の居住

者となった場合には、その個人がスウェーデンの居住者でなくなった日から 10 年間、

その個人のいかなる資産の処分から生じる値上り益に対しても課税するスウェーデン

の権利について第６項〔筆者注：その他の譲渡所得についての居住地国課税を規定す

るもの〕は影響を与えることはない。」と規定している 

（http://www.irs.gov/pub/irs-trty/sweden.pdf、平成 21年 12月１日参照）。 

なお、米国の元市民及び元長期居住者に対する課税については、1994 年の議定書によ

って租税条約第１条（適用対象者）を改正し、米国の元市民及び元長期居住者のその

地位の喪失後 10年間、米国が国内法に基づき課税できるとして対応している（1994年

議定書１条(a)）（http://www.irs.gov/pub/irs-trty/swedenprot05.pdf、平成 21年 12

月１日参照）。 

 また、米国とノルウェーとの間でも租税条約による対応を行っており、1980 年の議

定書により改正された米国とノルウェーの租税条約では、米国の元市民等の課税につ



72 

英国（1998 年）及びニュー・ジーランド（1988 年）は、帰国した出国者に

対して、国外で実現した所得に対して課税する。これは、英国又はニュー・

ジーランドの課税を逃れるために出国したとの仮定に基づいている。両国の

制度はかなり異なっている。 

英国は出国税を課さず、また、非居住者又は通常の居住者でない者に対し

ては、英国内の資産でもその処分に対して課税しない。そこで、納税者が非

居住者となって国外で３年間過ごせば、譲渡所得税は容易に回避される。こ

の租税回避に対抗するため、出国時に有していた資産を、英国を離れている

間に譲渡した元長期居住者（７年のうち４年）が、５年以内に英国に戻った

場合には、譲渡所得税が課される。この再入国課税は、租税条約に基づく権

利を侵害することなく適用するものであり、英国は、入国側の国がＯＥＣＤ

モデル租税条約の第 13条（４）を含む租税条約の締結国である場合に、租税

条約に基づきその国も譲渡所得を課税することができることを認識している。 

ニュー・ジーランドの国内法では、居住者は外国の信託からの分配に対し

て課税される。５年以内にニュー・ジーランドに再び居住地を移した者は、

その間に外国の信託からの分配を受けた場合には、再び居住を開始した日に

その分配を受けたものとみなして課税される。 

出国側の国の租税条約が、ＯＥＣＤモデル租税条約第 13 条（４）又は第

18 条(91)の規定を含んでいる場合には、非居住者に対する課税は制限されるこ

ととなる。そこで、いつくかの国では、ＯＥＣＤモデル租税条約から外れ、

動産の譲渡所得や年金に対する国内法上の課税を留保している。 

譲渡所得についてはいくつかの方法があるが、その一つは租税条約におけ

る回収条項（clawback clause）である。これは、出国後に、出国側の国の元

居住者が一定の資産の譲渡所得が生じた場合に、出国側の国に元居住者に対

する課税を認めるものであり、カナダ及びオランダのほぼすべての租税条約、

                                                                      
いては、第 22条（課税の一般規定）の中で、ノルウェーの譲渡所得に対する課税につ

いては、第 12条（譲渡所得）の中で、それぞれ対応がなされている（1980年議定書６

条、９条）（http://www.irs.gov/pub/irs-trty/norway.pdf、平成 21年 12月１日参照）。 

(91) 退職年金について居住地国のみで課税することができるとするもの。 
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オーストリア、スウェーデン、英国、ドイツ、ノルウェーの相当数の租税条

約において規定されている(92)。 

別のアプローチは、国連モデル租税条約第 13条（５）に影響を及ぼすもの

で、実質的な株式保有により実現した所得に対する課税権をその株主が居住

者となっている締約国ではなくその法人が居住者となっている締約国に配分

するものである（例えば、フランス、インド、オーストリア、ノルウェー、

アルゼンチン及びスウェーデンのいくつかの租税条約）。 

もう一つは、譲渡所得は居住地国において課税することを単に受け入れる

のではなく、動産の譲渡による所得は国内法上、双方の国において課税でき

ることとするものである。典型的な例は、1985 年に譲渡所得税を導入して以

後のオーストラリアである。 

７ 「過去に利用した課税の繰延べ及び経費算入の取戻し」（Recapture of 

previously enjoyed deferrals and deductions）方式 

（１）譲渡所得に対する免税及び課税の繰延べ 

新規株式公開及び企業再編において株式発行又は株式交換が行われた場合

に、再編の妨げとならないよう、実現した所得に対して課税を行わないこと

がある。これは、取引によって株主が金銭を受領していないことも理由とな

っている。免税及び課税の繰延べについては、これらの株式をその後に譲渡

した際に課税できるという仮定に基づいているが、その譲渡を行う前に出国

し、出国側の国が非居住者に対する課税を留保していない場合には、この仮

定は成立しないこととなる。 

そこで、フィンランド、スウェーデン、ドイツ、オランダ及びフランスは、

                                 
(92) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのカナダとスウ

ェーデンとの間の条約第 13条（譲渡所得）第６項では、一方の締約国はその国内法に

基づき、他方の締約国の居住者である個人の譲渡による所得について、その譲渡直前

の６年間にその一方の締約国の居住者であった間は、課税できる旨の規定が置かれて

いる（http://www.treaty-accord.go.ca/text-texte.asp?id=102416、平成 22 年６月

１日参照）。 
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その納税者が制限納税義務者となる前に「免税又は課税の繰延べの取戻し」

を行う。出国の際には、納税者はその税を支払うため必要な金銭を有しない

ということが起こり得るため、ドイツは適切な担保の提供を条件に無利子で

５年間での支払を認め、フランスは担保の提供と納税代理人が選任されると

preserving assessment が課税される。 

（２）年金及び生命保険 

デンマーク（1987 年）、ベルギー（1993 年）、オランダ（1992 年、2001 年）

が、この分野での取戻しを立法化した。 

（３）その他の取戻し 

デンマークは、課税上控除していたデンマーク以外の資産の原価償却の取

戻しを行う。また、いくつかの国（オーストラリア、デンマーク及びスウェ

ーデン）からは、ストック･オプションに関しての取戻しの制度が報告されて

いる。 

第２節 入国者への課税（入国側の国での課税）(93) 

１ 国際的二重課税及び非課税 

 納税者が出国に係る税を課税された国から出国し、入国側の国で、その所

得又は値上り益の受領又は実現の際に入国側の国で課税対象とされる場合に、

潜在的な二重課税が存在する。出国側の国で課されたその税が、出国税又は

経費や年金における累積した利益の取戻し及びその類似のものであれば、出

国前に生じた所得又は値上り益に対して２回課税されることとなる。出国側

の国が、無制限な又は限定的な拡大した納税義務を課す場合には、より好ま

しくない結果となり、出国前と出国後において二重課税が生じる。 

そのような二重課税を回避するための解決策として、理論的には次の三つ

がある。 

                                 
(93) Luc de Broe, ＩＦＡ supra note 79, at 55-62. 
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① 元居住者であった出国側の国での課税上計算された価額を入国者の資

産や年金の権利についての課税ベースとして、入国側の国において受け

入れること（取得価額の引上げ） 

② 入国側の国で、入国側の国での課税上、同一所得について国外で支払

った出国に係る税を外国税額控除として認めること 

③ 出国側の国で、出国に係る税の課税上、同一所得について入国側の国

で支払った税を外国税額控除として認めること（逆の税額控除） 

 一方、出国側の国で出国に係る税を課税せず、入国側の国でもその関連す

る所得又は値上り益を課税しないか、又は取得価額の引上げを認容する場合

には、部分的又はすべてについての国際的な非課税が発生する。 

 年金や生命保険についても、国際的な二重課税又は非課税の問題がある。 

２ 入国側の国における「取得価額の引上げ」 

オーストラリア、カナダ(94)及びデンマークは、入国者に対して、譲渡所得

税の対象となるすべての資産について、取得価額の引上げを認める。 

取得価額の引上げは、入国側の国の非居住者であった期間に生じた個人の

資産について発生した値上り益を譲渡所得税から除外することを目的として

おり、そこで、出国側の国で出国税を課したかどうかは問わない。オースト

ラリア及びカナダは、居住者となる以前に課税管轄権内に有していた資産、

例えば、非居住者が有している「オーストラリアと必要な関連を有するもの」

及び「課税対象となるカナダの資産」に対しては、取得価額の引上げを適用

                                 
(94) 例えば、米カナダ条約は、租税条約において取得価額の引上げを規定している。

取得価額の引上げは 1980 条約の第 13 条第７項に規定されていたが、2007 年の議定書

により改正されおり、個人が一方の締約国によって、資産の譲渡がなされたものとし

て課税された場合には、他方の締約国の課税上、その個人がその時の市場価額によっ

てその資産を売却し、直ちに再購入したものと取り扱われることを選択することがで

きるとされている。 

1980 年条約： http://www.irs.gov/pub/irs-trty/canada.pdf（平成 22 年２月５日参

照）、2007年議定書： 

http://www.treas.gov/offices/tax-policy/library/CanadaProtocol07.pdf（平成 22

年２月５日参照）。 
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しない。 

新たな課税上の取得価額は、居住者となる時点でのその資産の市場価額相

当額で、入国側の国の国内法においてのみ決定され、出国側の国で出国税が

課税された際に用いられた価額は考慮されない。 

オーストリア及びオランダ（双方とも実質的な株式保有について）並びに

ニュー・ジーランド（国外投資ファンド及び financial arrangement につい

て）も、出国側の国で出国税を課したかどうかにかかわらず取得価額の引上

げを認容する。オランダは、入国者がオランダ法人以外の法人の実質的な株

式保有者である場合にのみ引上げを認め、オランダ法人の株式である場合に

は、一定の場合にのみ認める。 

米国は、出国者が内国歳入法第 877条による出国税が課され、後に再び米

国の課税対象となる場合にのみ、取得価額の引上げを認める。イスラエルも

限定的な状況で引上げを認める。 

取得価額の引上げを認容している上記の国以外の国（ＩＦＡ報告書の

General Report の中で概観している国）では、出国税を適用している国（ド

イツ、フランス）又は株式に対す限定的な拡大した納税義務を適用している

国（ノルウェー、スウェーデン）も含めて、租税条約がない状況の下での入

国者に対する新たな課税ベースの認容は、一般的には行っていない。このよ

うな取得価額の引上げの認容の拒否は、入国側の国が外国税額控除により二

重課税の回避を行うのであれば、不満足な結果ではない。 

３ 出国側の国の課税についての入国側の国における「外国税額控除」 

（１）出国税 

英国とブラジルは出国側の国の課税についての入国側の国における外国税

額控除を認容しており、英国では、その資産の処分と値上り益の実現が英国

での課税年と同一年である必要はなく、また、出国後の一定期間内の実現を

求めていないという非常に寛大な制度である。 

オーストラリアでは、取得価額の引上げが認められているので、「オースト
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ラリアと必要な関連を有する」資産に対する例外を除いて、外国税額控除を

認容すべきではない。そのような資産について、外国で出国税が課税された

ことにより二重課税が発生した場合には、その所得を「国外源泉所得」と分

類できるのであれば、税額控除が可能である。 

なお、入国側の国において取得価額の引上げを認容する国では、入国前の

値上りについては結果として入国側の国での課税を行っていないので、出国

に係る税についての外国税額控除を認容すべきではない。 

ドイツ、米国、ニュー・ジーランド、スウェーデン、ノルウェー、フィン

ランド、アイルランド、スペイン、イタリア、メキシコ、インド、日本、韓

国及びハンガリーは、出国側の国の課税につての入国側の国における外国税

額控除を国内法の下では認容していないと考えられる。 

この場合に、外国税額控除を認容しないことを正当化する理由としては、

①出国税は、実現した所得に対するものではなく、未実現の評価に対して課

税するものであり、「真の」所得税ではないと考えられること、②外国で発生

した価額は入国側の国における「課税所得」の概念には含められるべきでは

ないので、出国による二重課税は生じていないこと、③出国税は、入国側の

国の非居住者期間の個人に課されること及び④出国側の国での居住地の移転

と入国側の国での資産の譲渡という二つの課税の間のタイムラグがあること

が挙げられる。 

入国側の国において取得価額の引上げを認容する国では、入国前の値上り

については結果として入国側の国での課税を行っていないので、出国に係る

税についての外国税額控除を認容すべきではない。 

（２）拡大した納税義務 

無制限な拡大した納税義務の適用（フィンランド、ノルウェー、スウェー

デン及びアイルランド）では、出国側と入国側の双方の国においてその個人

を居住者と扱い全世界所得を課税するので、国際的に二重課税を生じさせる。

理論的には、①出国側の国の源泉所得、②入国側の国の源泉所得及び③第三

国の源泉所得の三つの所得が国際的な二重課税の対象となり得る。 
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この場合に、出国側と入国側の双方の国においてその個人を居住者と扱っ

て課税するので、他方の国で発生した所得に対してその他方の国で課税され

た場合には、税額控除又は所得免除により救済することとなる。フィンラン

ドが無制限な拡大した納税義務を適用した場合には、入国側の国で生じた所

得に対する入国側の国で課税された税について、国内法及び租税条約により、

税額控除を適用する。 

第三国の所得に対して第三国が課した税については、出国側の国及び入国

側の国がその税についての救済を行うと考えられる。しかしながら、第三国

の所得に対して入国側の国で課税した税を出国側の国で救済を行うかどうか

は明確でない。フィンランドは、租税条約上の規定から見ると、第三国の所

得に対して入国側が課した税について税額控除を行うと考えられる。一方、

スウェーデンは、そのような税について、スウェーデンの無制限な拡大した

納税義務からの税額控除を認めない。 

（３）取戻し 

ＩＦＡ報告書の General Report の中で概観している国の中で、出国側の国

での年金についての取戻しを適用したことから生じる二重課税について、外

国税額控除を認容する国はない。 

第３節 入国側の国の課税についての出国側の国での外国税額

控除（逆の税額控除）(95) 

１ 自国の「出国税」からの控除 

一般的なルールでは、出国者に対して逆の税額控除を認容することはない。

このためには、特別な立法が求められるが、一般的には、消極的である。そ

の理由は、典型的には、二重課税の調整は入国側の国の義務と考えることに

よる。 

                                 
(95) Luc de Broe, ＩＦＡ supra note 79, at 63-65. 



79 

例えば、オーストラリアでは、この分野において特別な外国税額控除の制

定はまだ行っていないことから、一般出国税に対して逆の外国税額控除を認

容するかどうかは不確実である。その理由は次のとおりである。 

外国税額控除が認容されるためには、国外源泉所得である必要があるが、

①課税資産がオールトラリア以外の資産であることはまれであること及び②

仮にこの条件が満たされても、オーストラリア（発生ベースの名目所得）と

国外（実現した実際の値上り益）では課税所得の認識の欠如があることから、

税額控除が認められるかは、不確実である。 

税額控除は、その資産の実現（譲渡）による所得に起因する必要があるが、

オーストラリアの税からの税額控除は４年以内に行わなければならない。 

一方、カナダでは、外国の税がカナダとの条約締結国のもので、納税者が

その国の居住者であることを条件として、国内法上、カナダの一般出国税か

らの税額控除が認められている。 

この税額控除は、出国前の値上り益に関連して支払われた外国の税に限定

されている。また、この税額控除は、国内法又はカナダとの租税条約により、

納税者が入国側の国で控除できる税額控除により減額される。この外国税額

控除は、カナダとの租税条約において、入国側の国における取得価額の引上

げを認容するための規定について交渉が行われている間の暫定的な措置であ

ると位置付けられている。 

制限出国税を課しているデンマーク、フランス及びオランダの例ではこの

税額控除は通常の控除として行われ、出国税の対象となった値上り益に関連

して入国側の国に課された所得税の額を限度とされる。 

ドイツ及びオーストリアでは、実質的な株式保有について限定的な拡大納

税義務が課されるが、国内法でも租税条約でも、このような逆の税額控除に

ついての規定はない。これは、二重課税についての救済は入国側の国が行う

べきことであると考えているからである。 

米国は、値上りしている資産に適用される米国の出国税からの外国税額の

控除を、同一年にその外国の税が発生していることを条件として、国内法で
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認容する。米国での納税義務は、国籍離脱・永住権放棄時又はその資産の移

転時に発生するが、外国での納税義務は、実際の実現（譲渡）の時に発生す

る。 

２ 自国の「拡大した納税義務」からの控除 

無制限な拡大した納税義務を適用する国が入国側の国で課される税に逆の

税額控除を行うことについては、上記第２節３（２）の中で述べたとおりで

ある。 

米国の国籍離脱・永住権放棄者は、米国において限定的な拡大した納税義

務の対象となる所得に対して入国側の国で課された税について、外国税額控

除を行う権利を有する。 

オーストラリアは、元居住者が支払った外国の税の限定的な拡大した納税

義務からの税額控除を認めないであろう。その理由は、その納税者は値上り

益を実現させ、オーストラリアの課税対象となったのは、オーストラリアの

国内法上は非居住者であり、外国税額控除は居住者にのみ認められるからで

ある。 

ドイツ、スウェーデン及びカナダとの一定の租税条約は、締約相手国の居

住者が、ドイツ、スウェーデン又はカナダの限定的な拡大納税義務の対象と

なった所得に対して、入国側の国の税を外国税額控除の対象として認めるに

至っている(96)。 

３ 自国の「取戻し」からの控除 

ＩＦＡ報告書の General Report の中で概観している国の中で、二重課税の

                                 
(96) カナダは、カナダ居住者であった期間の給与所得（国外源泉所得を含む。）が出国

後に支払われる場合に、「限定的な拡大した納税義務」方式により課税を行う制度を有

しているが、その「限定的な拡大した納税義務」に関連して、カナダは租税条約にお

いて、カナダで課税されたものについては、外国税額控除を行う際にカナダ源泉所得

とする旨の規定を置いている（Geoffrey J.R. Dyer and James Yager, ＩＦＡ supra 

note 79, at 195-196, 203）。 
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回避のために、自国の「取戻し」からの逆の税額控除を行う国はないと考え

られる。 
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第６章 非居住者課税における居住性の判定 

第１節 主要国の個人の納税者の区分と課税所得の範囲(97) 

１ 個人の納税者の区分（居住形態） 

 諸外国における個人の納税者の区分方法は様々であるが、一般的には、居

住者と非居住者に区分して、課税範囲を定めている。 

なお、米国における個人の納税者の国籍、永住許可及び滞在日数等に応じ

た居住形態等の判定については、本稿第３章第１節で説明したとおりである。 

主要国における居住者の定義は一様ではないが、課税年度において 183日以

上滞在することを居住者の要件の一つとしている国が多いことが特徴である

（英国、フランス、イタリア、スペイン等）。 

出国しても一定の場合には、引き続き居住者とみなす「無制限な拡大した

納税義務」方式（本稿第５章第１節５）があり、すべての実質的なつながり

が終了するまでは引き続き居住者とみなす北欧方式やタックス・ヘイブンへ

出国する場合には引き続き居住者とみなすスペイン・イタリア方式等がある

ことは、前述のとおりである。 

更に、日本のような非永住者制度に類似した制度を採用している国（中国、

英国）もある。 

２ 課税所得の範囲 

居住形態に応じた課税範囲については、米国のように市民課税を採用して

いる国があるが、一般的には、居住者は全世界所得、非居住者は国内源泉所

得を課税対象としている。また、前述のように、日本のような非永住者制度

                                 
(97) ＣＣＨ (2006-07),“ International Master Tax Guide 3rd Edition” CCH 

Australia Limited、税理士法人トーマツ『欧州主要国の税法〔第２版〕』（中央経済者、

2008）、税理士法人トーマツ『アジア所得の税法〔第６版〕』（中央経済者、2008）等を

参考にまとめたものである。 
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に類似した制度を採用している国（中国、英国）があるほか、居住者につい

ても国外源泉所得を非課税としている国・地域（シンガポール、香港）もあ

る。 

第２節 居住性判定の在り方 

１ 米国における市民課税等 

米国では、前述のとおり、米国市民及び永住権保持者については、米国に

滞在しているかどうかにかかわらず、全世界所得を課税する制度を採用して

いる。 

しかしながら、このような課税は、米国における独特な課税であり、ある

国の国籍保有者すべてを常にその国の居住者と同様に全世界所得課税を行う

制度は、我が国において採用するには相当でないと考えられる。 

２ 183 日基準の検討 

我が国では、個人の納税者については、先に述べたとおり、①国内に住所

を有する個人又は②国内に現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人を

居住者とし、居住者以外の個人を非居住者として居住形態に応じた課税が行

われており、生活の本拠が日本にあるか、又は引き続いて１年以上居所を有

する場合に、居住者としているところである。 

一方、前述のとおり、主要国の中には、課税年度における滞在日数が 183

日以上（１年のうちの半分以上）滞在することを居住者の要件としている国

がある。 

この 183 日基準による判定は国際的なルールであるとして、我が国での導

入が望ましいとの見解も示されていたところである(98)が、この基準にはメリ

                                 
(98) 小松芳明教授（当時）は、この 183 日基準による判定は国際的なルールであり、

我が国での導入が望ましいとの見解を示されていた（小松芳明「居住者の定義－183日

ルールの導入－」国際税務５巻１号 15 頁（1985）〔同『国際課税のあり方』所収、14
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ット、デメリットの両面(99)があると考えられる。 

 我が国にこのルールを採用する場合は、単純にこの基準により、居住者・

非居住者の判定を行う方法のほか、住所の有無の基準は残しながら、１年以

上の居所の基準を 183日基準に変更し、「①国内に住所を有する個人又は②課

税年度において国内に 183 日以上滞在する個人」を居住者とするという案が

考えられる。 

183 日以上物理的にその国に滞在しているかどうかの基準は、客観的な基

準である反面、その国に居住するという物理的な滞在日数のみにより判定を

行うことについて疑問がある。 

また、「課税年度における 183日以上」の計算については、１暦年における

単純な合計日数で計算する方法、課税年度において開始又は終了するいずれ

かの１年間においける合計日数で計算す方法、米国のように過去３年間にお

いて一定の計算方法に従って合計する方法等が考えられるが、一定期間を経

過してから計算を行わないと判定できないなどの困難性やさかのぼって居住

者と判定することとなるなどの場合も考えられるが、一方、現行の規定では、

「現在まで引き続いて１年以上居所を有する」場合に居住者となることから、

その時点において判定することが可能である。 

以上を考慮すると、我が国においては現行の判定方法が相当であると考え

る。 

                                                                      
頁～17頁（有斐閣、1987）〕）。また、中里実教授は、この見解に対して「国際課税の世

界においては、世界的な傾向との調和が重要であり、傾聴すべき見解である」とされ

ている（中里実「外国法人・非居住者に対する所得課税」日税研論集33号 181頁（1995））。 

(99) 藤本哲也教授は、滞在期間による居住性の判定について、「国内に一定期間（世界

的には、183日とすることが多い、日本は１年としている。）滞在している者（居住者）

を『自国の者』とするルールである。」とされ、そのメリットとして「客観的な基準と

して明確であり、かつ、その者の経済活動と国家の結びつきに応じた課税が可能にな

る。」、デメリットとして、「居住期間の決め方によっては、短期間しか滞在していない

のに課税されることなり、その者の経済活動に支障を及ぼすおそれがある。」を挙げら

れる（藤本哲也『国際租税法』45～46頁（中央経済社、2005）。 
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３ 「無制限な拡大した納税義務」方式の検討 

無制限な拡大した納税義務」方式は、容易に非居住者となることを防止す

る観点からは、有効であると考えられる。 

しかしながら、出国先相手国（入国側の国）でも居住者と判定されことと

なり、通常は、出国側の国と入国側の国との双方居住者となると考えられる。

このような場合に、租税条約相手国との間では、それぞれの租税条約におけ

る双方居住者の振分け規定に従って振分けが行われるが、我が国の租税条約

では、ＯＥＣＤモデル租税条約における振分け基準を採用しているもの及び

協議により振分けを行うとしているものがある。 

ＯＥＣＤモデル租税条約では、「第４条 居住者」の第２項において、次の

ような振分け基準としている。 

「２ １の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、

次のとおりその地位を決定する。 

ａ 当該個人は、その使用する恒久的住居が存在する締約国の居住者と

みなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合には、

当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国（重要な利

害関係の中心がある締約国）の居住者とみなす。 

ｂ その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができな

い場合又はその使用する恒久的住居をいずれの締約国にも有しない場

合には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の居住

者とみなす。 

ｃ その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれ

の締約国にも有しない場合には、当該個人は、当該個人が国民である

締約国の居住者とみなす。 

ｄ 当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の

国民でもない場合には、両締約国の権限のある当局は、合意により当

該問題を解決する。」 

「無制限な拡大した納税義務」方式を採用している国（出国側の国）にお



86 

いて、出国しても一定の場合に、その国の国内法により引き続き居住者とみ

なされるとしても、その納税者は、物理的には入国側の国に滞在して一定の

生活や活動を行っているのであるから、上記のような租税条約による振分け

基準により、入国側の国の居住者とされる可能性が高いものと考える。 

また、双方の国において居住者としての課税を受けることにより、深刻な

二重課税の問題を惹起することが想定される(100)。 

このようなことを考慮すると、我が国における「無制限な拡大した納税義

務」方式の採用は、適当ではないと考える。 

４ 非居住者課税における居住性の判定 

 このように、米国における市民課税方式、183日基準、「無制限な拡大した

納税義務」方式は、いずれも我が国に導入するには適当ではないと考えられ

ることから、非居住者課税における居住性の判定については、現行における

居住形態の判定方法の維持が相当であると考える。 

 そこで、現行制度の下で、一定の株式等の譲渡による所得等、非居住者に

なった後には我が国では課税されないことなる所得があることを利用した租

税回避の防止のためにどのような方策があるのかについて、次章で検討を行

うこととする。 

                                 
(100) 本稿第５章第２節３（２）。 
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第７章 出国に係る税を我が国に導入する場合の

論点等 

現行制度の下で、一定の株式等の譲渡による所得等、非居住者になった後に

は我が国では課税されないことなる所得があることを利用した租税回避の防止

のためには、これまで考察してきた「出国に係る税」の導入が有効であると考

えられる。そこで、出国に係る税を我が国に導入する場合の論点と考え方につ

いて検討する。 

第１節 我が国に導入する場合の論点 

１ 概要 

出国に係る税については、前述したように、大別して、①「出国税」（一般

出国税及び制限出国税）方式、②「拡大した納税義務」（無制限な拡大した納

税義務及び限定的な拡大した納税義務）方式及び③「経費又は繰延べの取戻

し」方式の三つに分類することができる。 

出国に伴い、居住者から非居住者になることにより、一定の所得が非課税

ないし免税となり、我が国での課税対象から外れること、とりわけ株式等の

譲渡所得（不動産関連法人の株式等の譲渡による所得を除く。）に課税が及ば

なくなることを利用した租税回避が大きな問題であるとの認識から、ここで

はこれら三つの方式のうち、①及び②について検討する。 

上記②の「拡大した納税義務」方式のうち「無制限な拡大した納税義務」

方式については、居住性の判定の問題としてとらえて前章で検討した結果、

我が国に導入するには相当でないとの考え方に至ったことから、ここでは、

「限定的な拡大した納税義務」方式について検討を行う。 

「出国税」方式は、居住形態の変更を課税の機会として、出国直前の居住

者に対して課税を行うものであるが、一方、「限定的な拡大した納税義務」方

式は、出国後非居住者になってから課税対象にするものである。非居住者に
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なってから課税することについては、租税条約の改正の必要性や執行可能性

の問題が生じると考えられる。 

また、「出国税」方式も「限定的な拡大した納税義務」方式も、出国側の国

と入国側の国との二重課税の問題が生じることから、これをどのように解決

するかという課題がある。 

「出国税」方式については、出国前の一定の資産について、譲渡を行って

いないにもかかわらず出国直前の時点で時価評価を行い、値上がり益相当額

について課税を行うものであるが、これについては、①時価評価課税の是非

（譲渡を行っていないにもかかわらず未実現部分について課税を行うことの

是非）及び譲渡益等が未実現の段階で課税であるため、②譲渡が行われなか

った場合への対応や③譲渡時に出国時よりも価額が下落している場合への対

応、④納税資金に対する手当て等が課題であると考える。 

また、「限定的な拡大した納税義務無」方式は、所得が実現（譲渡）した時

に課税することから、時価評価課税のような問題は生じないが、国外滞在時

に発生する所得への非居住者としての課税という点で執行可能性の問題があ

ると考えられるほか、 大の課題は、非居住者になってから通常の非居住者

よりも重い課税を行うことから、租税条約の締結国との関係では、租税条約

の改正の必要が生じるということである。 

なお、英国の例のように、出国後に国外で譲渡所得を生じた納税者が一定

期間以内に帰国した元長期居住者に対して「限定的な拡大した納税義務」を

課する例があるほか、タックス・ヘイブン国へ移動する市民に対して「無制

限な拡大した納税義務」を導入する例（スペイン及びイタリア）もある。英

国の例のように、再入国した後に、居住者となってから課税する場合には、

租税条約の改訂の問題は生じない。 

いずれの制度においても、前述したことのほかに、①対象とする居住者等

の基準（国籍要件や一定年超の長期居住者の要件を付すか）、②一定の所得金

額基準、③保有資産の金額基準又は④対象とする資産の金額基準を設けるか

否か、そして、設定する場合にどのような基準とするか、また、⑤執行可能
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性をどのように高めるか等の論点があると考える。 

２ 租税条約との関係 

「出国税」方式では、居住者に対しての課税を行うものであり、一般的に、

租税条約は自国の居住者に対する課税には影響を及ぼさないと解されている

（セイビング・クローズ）ことから、課税すること自体については、租税条

約上の手当てを必要としないものと考えられ（二重課税の調整についての問

題は後述）、この点がこの方式における 大の長所であると言える。 

一方、「拡大した納税義務」方式ののうち、「限定的な拡大した納税義務」

方式による課税方式は、出国後の非居住者に対して通常の非居住者に対する

ものとは異なる課税（より重い課税）を行うこととなるため、課税すること

について租税条約上の手当てを必要とすると考えられる。 

この場合に、租税条約における対応例について、例えば、ともに「限定的

な拡大した納税義務」方式を有している米国とスウェーデンの二国間租税条

約を見ると、米国側の課税は、元市民及び元長期居住者に対して米国の国内

法に従って課税できるとする規定を第１条の適用対象者の規定に置くことに

より対応しているが、一方、スウェーデン側の課税は、第 13条の譲渡所得条

項の中でスウェーデンの居住者が米国の居住者となった場合のスウェーデン

側の課税権について規定することにより対応しており、それぞれの国の国内

法での課税方法や租税条約ポリシー等によって規定の方式は異なることが分

かる(101)。いずれにしても、それぞれの国の「限定的な拡大した納税義務」

が租税条約上認容されればよいということになる。 

次に、株式等の譲渡による所得についての我が国の租税条約例は、本稿第

１章第５節２（２）で述べたおりであり、一定の株式の譲渡所得以外は居住

地国課税としている条約例もあることから、「限定的な拡大した納税義務」方

式により、株式等の譲渡所得に対して課税を行う場合には、これらの条約に

                                 
(101) 前掲注（90）のとおり。 
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ついては改正を要することとなる。 

３ 二重課税の調整 

（１）概要 

出国側の国と入国側との国の二重課税の調整については、①入国側の国

での取得価額の引上げを認容すること及び②出国側又は入国側の国での外

国税額控除又は所得免除により調整することの三つがある。 

（２）入国側の国での対応 

イ 「出国税」方式への対応 

まず、出国側の国で出国税が課税された場合の入国側の国での調整に

ついては、入国側の国での取得価額の引上げを認容する方法がある。ま

た、これについては、①出国側の国で出国税を課税された場合について

の取得価額の引上げを認容するもの及び②出国側の国で出国税を課税

されたか否かにかかわらず取得価額の引上げを認容するものがある。 

これ以外の方法として、出国側の国が出国税を課税した場合の入国側

の国の対応として、①入国側の国での課税上、出国側の出国税について

外国税額控除の対象とする方法及び②出国税の対象となった出国側の

国の課税所得を入国側の国で免除する方法があるが、入国側の国で調整

を行うことについては消極的な国が多い。 

外国税額控除を行う場合については、①出国税は入国側の国にとって

は入国側の国の非居住者であった期間に課税された税であることから

通常の外国税額控除の制度からすると対象とならないこと及び②出国

税の対象となった所得が入国側の国から見て国外源泉所得ではないこ

とがあり得るため、この場合にも通常の外国税額控除の制度からすると

対象とならないという問題があり、これらの場合には、特別な対応を行

う必要が生じる。 

まず、①については、入国側の国の非居住者期間に発生した外国税額

も入国側の国の外国税額控除の対象とする制度にできるかどうかが問
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題となるが、これについても、入国側の国でこのような制度に変更する

可能性は少ないと考えられる。 

次に②については、出国税が課税された所得を外国税額控除の計算上

は出国側の国の所得とする、つまり、入国側の国からすると国外源泉所

得とするという対処方法などが考えられるが、入国側の国の国内源泉所

得である場合には、入国側の国としては受入れは困難であると考えられ

る。 

更に、出国税は実現した所得に対する税ではないので外国税額控除の

計算上、控除すべき「税」ではないとする国もある(102)。このような国

の場合には、出国税を外国税額控除の計算上控除できる「税」としての

受入れのハードルは高いと言える。 

そこで、外国税額控除による調整ができない場合に、出国税について

入国側の国での調整又は救済として、取得価額の引上げ又は出国税を課

された時の課税対象となった所得の控除（免除）があるが、所得の控除

（免除）の場合には、外国税額控除の場合と類似の困難が伴うと考えら

れることから、取得価額の引上げがより採用しやすいものと考えられる。

ただし、この場合に、出国側の国での時価評価額と入国側の国での時価

評価額は、必ずしも一致しないという問題が生じる。 

ロ 「限定的な拡大した納税義務」方式への対応 

「限定的な拡大した納税義務」方式では、出国側の国は非居住者の課

税対象所得として課税し、入国側の国では居住者の課税対象所得として

課税することとなるので、一般的には、入国側の国において調整するこ

ととなると考えられるが、上記（２）イで述べたように、外国税額控除

等を行う場合に調整しようとする側の国の国外源泉所得とならない場

合があり得ることから、これについては「限定的な拡大した納税義務」

により課税された所得を外国税額控除の計算上は出国側の国の所得源

                                 
(102) 例：米国。Vacovec and Beutler, ＩＦＡ supra note 79, at 613. 
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泉とする、つまり、入国側の国からすると国外源泉所得とするという対

処方法などが考えられ、租税条約上、このような規定を設けることが考

えられる。 

（３）出国側の国での対応 

イ 「出国税」方式への対応 

出国側の国で出国税を課す場合に出国側の国で二重課税の調整を行う

方式として、逆の税額控除がある。これは、出国側の国で課税した出国

税について、後に入国側の国でこれに関連する所得の実現（譲渡）が発

生した場合に、一定の計算により税額控除を行うというものであるが、

採用している国は多くない。 

 逆の税額控除は、出国に係る税を課税する側で主体的に調整を行うこ

とができる点で優れていると考えられるが、出国税の課税時と入国側の

国でのこれに関連する所得の実現（譲渡）時に相当のタイムラグがある

場合に、どの程度の期間まで認容するかという問題がある。 

ロ 「限定的な拡大した納税義務」方式への対応 

「拡大した納税義務」方式により税を課す場合に、その課税所得に関

連する所得について入国側で課された税を、逆の税額控除として「限定

的な拡大した納税義務」方式により課す税から控除する制度もある。こ

れについては、上記イで述べたことと同様の論点があり得ると考えられ

る。 

第２節 我が国へ導入する方式の検討 

１ 概要 

「出国税」方式は、居住者の段階で課税する制度であることから、前述の

とおり、租税条約上の株式等の譲渡に係る所得に対する規定は改正する必要

がない点で優れていると考えられるが、出国税を課す出国側の国としては、

①時価評価課税を行うことの是非、譲渡益等が未実現の段階で課税であるた
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め、②譲渡が行われなかった場合への対応や③譲渡時に出国時よりも価額が

下落している場合への対応、④納税資金に対する手当て等が課題であると考

える。 

「拡大した納税義務」方式のうち、「限定的な拡大した納税義務」方式は、

所得が実現（譲渡）した時に課税することから、時価評価課税のような問題

は生じないが、反面、非居住者になってから通常の非居住者よりも重い課税

を行うことから、租税条約の締結国との関係では、租税条約の改正の必要が

生じるほか、国外滞在時に発生する所得への課税という点で執行可能性の問

題があると考える。 

米国での「国籍離脱・永住権放棄」を「居住地の移転又は居住形態の変更」

という概念に置き換えることにより、改正後の制度を「一般出国税」、改正前

の制度を「限定的な拡大した納税義務」の一つであるととらえて、検討する

ことが有用であると考える。 

また、米国の新制度では、対象とする納税者についての所得税の金額要件

（直前５年間の平均の年間の所得税額が 139,000 ドル超）及び資産の金額要

件(正味の財産が 200万ドル以上)を付していること並びに一定の様式（Form 

8854 等）による届出義務を課し、執行可能性を高めていること等は、参考と

すべきものであると考える。 

２ 論点の検討と対応策 

前述のように、出国して非居住者となることにより、株式等の譲渡に係る

所得が、国内に居住していた間の値上り益も含めて、我が国の課税対象から

外れることを利用した租税回避が 大の問題であると考える。「限定的な拡大

した納税義務」方式により、出国後の非居住者期間に生じた株式等の譲渡所

得を国内源泉所得として課税対象に取り込むことができれば、これに対応す

ることができるが、非居住者になってから通常の非居住者に対する課税より

も国内源泉所得の範囲を拡大して課税するものであることから、租税条約の

締結国との関係では、租税条約の改正の必要が生じるほか、国外滞在時に発
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生する所得への課税という点で執行可能性の問題があると考える。ただし、

「限定的な拡大した納税義務」方式のうち、英国の例のように、出国後に国

外で譲渡所得を生じた納税者が一定期間以内に帰国した元長期居住者に対し

て課税する場合は、居住者として課税することとになるので、このような問

題は生じない。 

非居住者として課税する「限定的な拡大した納税義務」方式を導入する場

合に、恒久的施設を有しない非居住者の株式の譲渡に係る所得のうち、例え

ば、内国法人の株式等については、課税対象に取り込むような国内法の改正

をしても、我が国の租税条約例 58か国のうち、源泉地国課税を採用している

のは 25か国にとどまっているため、何らかの形で居住地国課税とされている

30 か国との関係においては租税条約の改正を行わないと「限定的な拡大した

納税義務」方式は導入できないということになる。 

国内法のみの対応で導入可能な制度であることが望ましく、そのためには、

居住者段階で課税する「出国税」方式又は再入国課税制度が適当であると考

える。「出国税」方式のうち、「一般出国税」方式は、出国前の居住者期間に

おいて原則としてすべての資産を時価評価の対象とするものである。一方、

「制限出国税」方式は、対象とする資産を主に株式等の有価証券に限定する

ものである。前述のとおり、非居住者となることにより、株式等の譲渡に係

る所得が我が国の課税対象から外れることを利用した租税回避が 大の問題

であると考えるが、これに対処するためには、「制限出国税」方式により対応

が可能である。そこで、対象範囲を広くする「一般出国税」よりも「制限出

国税」方式の方が導入になじむものと考える。 

しかしながら、「出国税」方式を採用するに当たっては、上述のとおり、時

価評価課税を行うことに伴ういくつかの課題を解決する必要があるが、これ

については次のように考える。 

まず、上記１の①の時価評価税の可否については、時価評価税を行うかど

うかはそれぞれの国の租税政策の問題であり、導入自体は可能であると考え
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るが、未実現利益に対する課税(103)となることから、そこから生じる課題等

については、対応できる措置を具備していることが望ましいと考える。 

上記１の②の譲渡が実現しなかった場合への対応については、出国後、一

定期間内（例：５年）に譲渡を行わなかった場合には課税しないこととし、

既に出国税が納税されていた場合には還付することにより、調整が可能とな

ると考える。 

上記１の③の譲渡時に出国時よりも価額が下落している場合への対応につ

いては、出国後、一定期間内に譲渡が行われ、譲渡時の価額が出国時の価額

を下回っていた場合には、更正の請求を認容することにより対応が可能とな

る。 

上記１の④の納税資金に対する手当てについては、担保提供その他の一定

の要件を設定し、譲渡時（又は一定の年限）までの納税の猶予制度（低利）

を導入することが有効である。 

また、出国側の国と入国側の国とで、二重課税の問題を生じる場合には、

                                 
(103) 金子宏名誉教授は、未実現利益に対する我が国での課税について、「わが国の制度

について見ると、前述のように、わが国の戦後の制度は、包括的所得概念を採用して

いるが、その場合に、実現が所得概念の要素とされているかどうかは、明文上は明ら

かでない。いうまでもなく、日本国憲法には、アメリカの修正 16条に相当する規定は

ないから、所得概念をどのように構成するかは、立法政策の間題である。」とされ、所

得税法、法人税法における未実現利益に対する課税の例を検証された上、「以上から明

らかなように、わが国の制度は、実現を所得概念の要素とは考えていない、と解され

る。もちろん、未実現の利得の把握と評価が著しく困難であって、納税者と税務行政

の双方に過重な負担を強いることや、未実現の利得に一般的に課税することにすると、

その範囲が明確を欠き、納税者の地位を不安定にするおそれがあること、等を考える

と、制度の問題としては、従来どおり、原則としで実現した利得にのみ課税するのが、

適当であろう。しかし、未実現の利得も所得を構成すると解することによって、所得

税制度は、その本来の目的や機能によりよく適合しうるのみでなく、その時々の社会

的・経済的必要により柔軟に対応することができる。」とされている（金子宏『所得概

念の研究』73～76 頁（有斐閣、1995））。なお、未実現の利得の課税について論じられ

たものとして、金子宏「所得概念について」税経通信 25巻６号 55頁以下、58頁（1970）。

また、浅妻章如「ＣＦＣ税制（タックスヘイヴン対策税制）が租税条約に違反しない

とした東京地判平成 19 年３月 29 日の評釈補足」立教法学 76 号 164 頁（2009）では、

「執行上可能であるならば、株式譲渡前や配当受領前であっても、株主の所得として

課税する立法をしても構わないのである。」と述べられている。 
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これを調整する措置を講ずることが必要であると考える(104)。二重課税への

対応として、取得価額の引上げ又は外国税額控除により、調整が可能である。

取得価額の引上げについは、入国側の国において、その制度を有していない

場合には、租税条約等による対応が必要となる。外国税額控除についても、

入国側の国で認容されない場合には租税条約等による対応も考えられるが、

出国側の国で逆の外国税額控除(105)を行うことにより主体的な対応が可能で

ある。 

３ 具体的な選択肢 

上記２で検討した課題とその対応策を満たす制度として、次の三つの方式

が考えられる(106)。 

① 出国税課税・事後調整方式（期間限定、実現利益との調整、逆の外国

税額控除） 

出国によって非居住者となることにより譲渡による所得が課税対象から外

れることを防止し、出国時に時価評価課税するが、譲渡までの納税猶予制度

を認容し、一定期間（例：５年）内に実際に譲渡がなされない時は課税せず

（又は還付し）、また、譲渡時の所得が出国税課税時の時価評価税を下回る場

合にはこれを調整することにより、未実現時点での課税を補う。また、入国

                                 
(104) 金子宏名誉教授は、「国際的二重課税の排除は、国際租税法の も重要な課題の一

つである。」とされている（金子宏「外国税額控除制度－主要な問題点の検討－」租税

法研究 10号 90頁（1982）。 

(105) ＩＦＡ報告書の「Ⅰ General Report」でも、「評価と提案」において、出国税を

導入する国は、国内法において逆の税額控除を規定すべきであるとされており、また、

同時に、取得価額の引上げの導入による二重課税の危険の回避のための租税条約の改

正交渉を行うべきであり、逆の税額控除は租税条約が改正されるまでの間の暫定的措

置と見るべきであるとされている（Luc de Broe, ＩＦＡ supra note 79, at 68）。 

(106) これら三つのうち、①及び③は、一定の株式等の譲渡による所得について、軽課

税（非課税を含む。）国へ出国することにより、軽減又は免除を図ることに対抗するも

のであると言え、②は、それぞれの国の居住者であった期間の株式等の値上り益につ

いて、それぞれ居住者であった国で課税を確保することを主な目的としていると言え

る。 
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側の国の課税については、出国側の国で逆の外国税額控除(107)により調整す

る。2007 年から導入されたノルウェーの「制限出国税」方式(108)はこれに該

当する。 

② 出国税課税・取得価額の引上げ等方式（取得価額の引上げまでの間は

逆の外国税額控除） 

 出国する者についてその国に居住していた間に相当する値上り益は、その

居住していた国で課税することを主な目的とし、出国時に時価評価課税（納

税猶予制度を認容）するとともに出国税課税時の時価を入国側の国での取得

価額の引上げの認容を求め、入国側の国での取得価額の引上げの受入れまで

の間は、出国側の国で逆の外国税額控除を行う。カナダの「一般出国税」方

式(109)がこれに該当するが、対象を株式等に限定すれば、「制限出国税」方式

となる。入国側の国で取得価額の引上げが認容されれば、出国側の国での居

住期間に相当する値上り益に対する課税を出国側の国で確保できる。 

③ 再入国時課税方式（期間限定、再入国時の課税、外国税額控除） 

 出国によって非居住者となることにより譲渡による所得が課税対象から外

れることを防止するものであるが、出国時には課税せず、一定期間（例：５

年）以内に再入国（帰国）した納税者に、出国中に譲渡所得が発生した場合

に、再入国後の譲渡所得とみなして課税する。二重課税については外国税額

控除により調整する。英国の再入国課税(110)がこれに該当する（「限定的な拡

大した納税義務」方式に分類されているが、居住者として課税する点で他の

国の制度と異なっている。）。 

また、上記三つのいずれの方式でも、①対象者の基準（国籍要件又は一定

年（５年ないし 10年）超長期居住者の要件を付し、短期居住者は除外する。）、

                                 
(107) 外国税額控除を行う結果として、出国税の課税よりも出国中に譲渡が実現した場

合の課税が軽課税（非課税を含む。）となっている場合に、その差額について出国側の

国（③の場合は再入国側の国）で課税を確保することとなる。②及び③の外国税額控

除においても同様である。 

(108) 前掲注（84）のとおり。 

(109) 本稿第５章第１節３。 

(110) 本稿第５章第１節６。 
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②金額基準(111)（所得基準や資産基準を設定し、少額なものは対象外とする。）

などを定めて適用除外基準を設けるとともに、③担保提供その他の一定の要

件を設定し、譲渡時（又は一定の年限）までの納税の猶予制度（低利）を導

入する、また、執行可能性を高める施策として、④居住形態が変更となる出

国情報について、市区町村等から税務署への通知制度や⑤一定の適用除外対

象者の税務署への事前届出制度の導入を提案する。 

米国の国籍離脱・永住権放棄に係る課税は、これを我が国では「居住形態

の変更」の場合に置き換えることにより、参考とすることが有益である。 

 なお、出国税を課された納税者が我が国に入国し、出国税の課税対象とな

った所得が我が国でも課税される場合、相手国の出国税は我が国での非居住

者期間の外国の税であることから外国税額控除の対象とはならない。また、

「拡大した納税義務」方式の場合には、その所得が我が国の国外源泉所得で

あること等の要件を満たせば、外国税額控除の対象となる余地があるが、出

国側、入国側の国のいずれにおいても二重課税の調整ができない課税につい

ては問題があると考える。そこで、租税条約相手国との関係では、二重課税

調整の措置が講じられるような国際的ルールの構築が必要であると考える。

例えば、ＥＵ理事会は、2008 年 11 月に出国税の調整についての解決策(112)

                                 
(111) 上記米国の例のほか、カナダでは出国時の資産の時価が 25,000 カナダドル（約

2,200 万円）超を申告の対象とし（10,000 カナダドル未満の生活用資産は除外）

（http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/ndvdls/dspstn-eng.html、平成 21年 11月

27 日参照）、ノルウェーでは、値上り益の合計額が 500,000 ノルウェークローネ（約

700万円）以下の場合は出国税を課税しない（Frederik Zimmer, supra note 84, at 119、

International Business Publications, USA, supra note 84, at 102.）。 

(112) 2008 年 11月 26日のＥＵ理事会での議題“Coordinating direct taxation – exit 

tax arrangements = Adoption of Council resolution”を含むプレスリリースについ

て 

http://www.consilium.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/104530.pdf 

（平成 22年５月 27日参照）。出国側の国で未実現利益に対して出国税を課税する場合、

入国側の国における譲渡時に取得価額の引上げを行うこと、出国側の国と入国側の国

とで移動時における市場価額について合意に至らない場合には適切な手続によって解

決すること、出国側の国で納税者が出国税を課された場合には、入国側の国は納税者

に対して出国税が課されたことの証拠書類等の提供を求めることができることなどの

ガイドラインを加国が採用するよう提案している。 
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を発表しているが、例えばＯＥＣＤにおいて出国税等についての一定の国際

的ルールが確立された場合には、我が国もそれを尊重し、租税条約の改正も

含めて調整や制度の構築を行うことが望ましいと考える。 

第３節 出国許可 

出国に係る税とは別に、出国に際して、課税時期を早めて、出国時に納税義

務の履行を求める制度があり、我が国はこれを採用している国の一つである。

これを更に進めて、米国のような出国許可制度を導入する必要があるかという

問題がある。 

米国ではこの制度がどの程度実際に執行されているのか確認を要するが(113)、

出国許可制度は、出国に際して正確な申告と納税が行われるよう一定の牽制効

果を果たしているものと推測され、本稿第４章第１節で考察した米国の例が参

考となる。 

しかしながら、米国のように出国許可を有しない者についての出国を禁止す

る権限を創設するよりは、例えば、一定の納税義務者が出国する場合には、申

告納税又は納税管理人の届出を出国許可の要件とし、課税当局と出入国管理当

局との情報交換及び連携を行う制度の導入が適当であると考える。 

                                 
(113) 須田徹『アメリカの税法〔改訂六版〕－連邦税・州税のすべて－』355頁（中央経

済社、1998）では、出国許可について、「入手したか否かのチェックは空港の航空会社

のカウンターが行うこととなっており、あまりチェックは行われていないが、チェッ

クされ未入手の場合は出国できない。」と説明されている。 
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結びに代えて 

国内法又は租税条約の規定により、出国後に株式等の譲渡による所得等が我

が国の課税対象から外れることを利用した租税回避に対しての対応が必要であ

るとの問題意識の下、非居住者課税における居住性判定の在り方についての検

討において、我が国と米国をはじめとした主要国の出国に係る制度を比較・検

証したところ、その対応策としては、出国税等の出国に係る税の導入が効果的

であると考えるに至った。 

そして、出国に係る税を我が国に導入する場合には、①租税条約の改訂を行

わずに国内法による対応で実施可能な制度であること、②出国側の課税と入国

側の課税の二重課税の調整が行われること、③「出国税」方式については未実

現段階での課税であることから、一定期間内に譲渡が行われなかったときや価

額の下落に対する対応が行われること及び④納税資金に対する手当てがなされ

ること等の必要性を考慮し、具体的に三つの方式を候補として掲げた。 

この場合、いずれの方式でも、一定の適用除外基準を設けるとともに、執行

可能性を高める施策を講じることも提案した。 

また、出国税等については、二重課税の調整等、国際的なルールの構築が必

要であり、我が国もそのルールに沿った制度の確立が望ましいと考える。 

検討を行うに当たって、主要国の出国に係る税については、本稿で引用させ

ていただいたＩＦＡの報告書、とりわけ、Luc de Broe 教授のレポートが大変

参考になった。 

本稿での出国に係る税の検討は、個人の所得税を中心に検討したものである。

財産の取得者が国外に出国した後に、国外の財産を贈与や相続により取得する

場合については、税制改正により、一定の対応がなされていると認識している

ところであるが、改正後の規定の射程範囲から外れる事例についての問題も考

えられるところである。 

また、米国では、本稿で取り上げた国籍離脱者に対するみなし譲渡益の時価

評価課税制度とは別に、国籍離脱者からの贈与又は相続に対する制度も導入さ
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れている(114)。更に、主要国の中には法人に対する出国税を導入している国も

ある(115)。 

出国に伴う課税の在り方については、今回の研究を端緒としてより幅広い観

点から、主要国の実態や我が国での課税の在り方に関する問題意識を継続して

いきたいと考えているが、本稿が非居住者課税における居住性の判定や出国に

係る税についての我が国での理解の一助となれば幸いである。 

 

 

 

                                 
(114) 134.4“EXPATRIATED DONORS AND DECEDENTTS AND THEIR DONEES AND HEIRS 

[REVISED]” in Boris I Bittker and Lawrence Lokken, Federal Taxation of Income, 
Estate and Gifts, FTXIEG of Westlaw International (Visited Oct. 21, 2009). 

(115) Maddalena Tamburini (2009), “Exit Tax and OECD Model treaty: A View From 

the Netherlands and Italy” Tax Notes International Vol.54, No.4, pp.301-311、

Frederik Zimmer, supra note 84, at 115-148 は、法人に対する出国に係る税につい

て言及している。 
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資 料 編 

資料１ 居住形態に関する確認書 

（http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/h20.

pdf） 

（平成 22年６月 18 日参照、以下本資料編において参照日は同じ。） 
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資料２ 非居住者に対する課税関係の概要 

（所得税基本通達 164－１） 
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資料３ 所得税法第 172条第１項に規定する申告書 

（http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/08.p

df） 
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資料４ Form 2063 

（http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f2063.pdf） 
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資料５ Form 1040-C 

（http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040c.pdf） 
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資料６ Form W－7 

（IRS 個人納税識別番号(ITIN)の申請）

（http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf） 
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資料７ Form 1040NR 

（http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nr.pdf） 
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資料８ Form 1040NR-EZ  

(http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nre.pdf) 
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資料９ Form 8854 

(http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8854.pdf) 
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資料 10 Form I-407 

(athens.usembassy.gov/uscis/i-407.pdf) 
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資料 11 Form 8833 

(http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8833.pdf) 
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資料 12 Form 1040 

(http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040.pdf?portlet=3) 
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